
保守オプション契約約款集

【WEB更新ツール利用規定】
保守契約書記載の契約者（以下「契約者」）は、保守会社丁（以下「当社」）からWEB更新ツールサービス（以下「本サービス」）の
提供を受ける際に、以下のWEB更新ツール利用規定（以下「本規定」）を同意したうえで申込むものとします。
第１条（定義）本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、以下のとおりとします。
(1) 本申込書：保守契約書。(2) 本契約：契約者が本規定を承諾したうえで提出した本申込書による契約。(3) 本サイト：契約者が販
売店より購入したWEBサイト(4) 店舗：契約者が運営する店舗。(5) 利用者：本サイトを介して店舗の利用を希望する法人、団体また
は個人。(6) 本サービス：WEB更新ツール上で提供するサービス。(7) ＩＤ･パスワード：契約者が、WEB更新ツールの店舗専用管理画
面にアクセスする際に、通信接続の確立のために入力が必要な認証識別ＩＤ・パスワード。
第２条（本契約の成立）1. 本契約は、当社が本申込書を受領した時点をもって、成立するものとします。
2. 前項に関わらず、契約者による本サービスの利用は、本契約成立後、店舗ページのID・パスワードを契約者が承諾した日の属する
月の翌月１日から開始できるものとします。
第３条（本規定の範囲および変更）1. 本規定は、本サービスの提供およびその利用に関し、当社と契約者に適用されるものとします。
2. 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、ウェブサイト上での掲載またはメール等の当社が適当と判断する方法で契約者に告
知または通知することにより、本規定の全部または一部を変更できるものとします。3.本規定の全部または一部が変更された場合、本
サービスの利用に関しては、変更後の規定が適用されるものとし、契約者は変更後の規定に従うものとします。
第４条（本サービスの利用）1.当社は契約者に対し、本規定に定める条件により、本サービスの使用を許諾するものとします。2.契
約者は、次の責任を負うものとします。(1)本サービスの不正アクセスまたは不正利用を防止する努力を行い、不正アクセスまたは不
正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること。(2)本サービスを法令および関係諸規則等に従って利用すること。
第５条（保証と責任）1. 当社は、本サービスの仕様において、制度改正等に対応したバージョンアップ又はリビジョンアップ等を随
時当社の判断で行います。2. 当社は、本サービスに瑕疵ある場合は修補の責を負うものとしますが、本サービスを利用した結果に関
しては瑕疵の有無に関わらずなんら保証義務を負わないものとします。3. 当社は、インターネットを含む通信回線の障害、天災地変
等、自らの故意又は過失によらない不可抗力もしくは制御不能な事由に起因するサービスの提供中断にはその責を負わないものとしま
す。
第６条（再委託）1. 当社は、自己の費用と責任により、本規定に定める当社の業務の一部を第三者に委任し又は請負わせることがで
きるものとします。2. 当社が本条に基づき前項の業務の一部を第三者に再委託する場合、当社は当該第三者に対し指導監督を行い、
本規定の各条項を遵守させるものとし、当該第三者の当該業務に関わる一切の行為について契約者に対して責任を負うものとします。
但し、当社が当該第三者の選任及びその業務の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった
ときは、この限りではありません。
第７条（免責事項）1. 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に対して損害などを与えた場合には、その損害が当社の
責に帰す事由によらず発生した場合、当社は責任を負わず、当社の責任が追及された場合においても、契約者は自己の責任と費用にお
いて解決し、当社に一切の負担をかけないものとします。2.当社は、本サービスに利用者が掲載する情報の正確性、適切性、第三者の
権利を侵害していないこと等について何ら保証をするものではありません。
第８条（禁止事項）契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
1.本規定、法令、政省令、規則若しくは条例に反する行為またはこれらの行為を教唆、誘引、勧誘し、若しくは幇助、助長する行為。
2.登録の際に虚偽の登録内容を申請すること。3.本サービスを契約者以外の者に利用させること。4.本サービスを販売、再販、賃貸ま
たはリース、貸与すること。5.契約者の権利を譲渡、販売、再販、賃貸またはリース、貸与、権利に担保権を設定すること。6.本サー
ビスの運営を妨げる行為、その他本サービスに支障をきたす恐れのある行為。7.第三者もしくは当社に迷惑、不利益もしくは損害を与
える行為、またはそれらの恐れのある行為。8.本サービスを、悪質なコードを保存もしくは送信するために利用すること。9.本サービ
スに含まれる第三者のデータの完全性または性能を妨害、混乱させること。10. 第三者もしくは当社の商標権、著作権、プライバシー
その他の権利を侵害する行為またはそれらの恐れのある行為。11. 本サービスまたはそれに関連するシステムもしくはネットワークに
対する不正アクセスを試みること。12. その他、公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらの恐れのある行為。
13. 本規定または申込書で認められた場合を除き、第三者に本サービスへのアクセスを許すこと。14. 本サービスに基づく派生物を作
成すること。15. 本サービスの一部またはそのコンテンツを複製、フレームまたはミラーすること。16. 本サービスのリバースエンジ
ニアリングをすること。17. 以下の目的のために本サービスにアクセスすること18. 競合する製品もしくはサービスの開発19. 本サー
ビスの特徴、機能もしくはグラフィックスのコピー。
第９条（知的財産権）本規定に規定される場合を除き、本規定に基づき、契約者にいかなる財産権も許諾するものではありません。
本サービスに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他の知的財産権は、契約者が自ら制作した画像、テキスト、映像を
除き、すべて当社に帰属します。
第１０条（損害賠償）契約者が本利用規定に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、当社が被った損害の賠
償を請求することができるものとする。
第１１条（有効期間）本契約の契約期間は保守契約期間と同一となり、契約期間満了後は無償で使用することを許諾します。
第１２条（協議）本規定に定め無き事項又は本規定の各条項について疑義が生じた場合には、契約者と当社は誠実に協議し、円満に
解決を図るものとします。
第１３条（規定外事項）本規定に定めのない事項については、保守約款の定めに従う。
【Multi index（マルチインデックス）利用規定】
保守契約書記載の契約者（以下「契約者」）は、保守会社丁（以下「当社」）からMulti index（マルチインデックス）（以下「本
サービス」）の提供を受ける際に、以下に定める規定（以下「本規定」）を同意したうえで申し込むものとします。
第１条（定義）本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、以下のとおりとします。
①本申込書：保守契約書②本契約：契約者が本規定を承諾したうえで提出した本申込書による契約③システムの稼働：対象となるWEB
サイトに本サービスに設定した状態
第２条（本サービス利用契約の成立）1. 本サービス利用契約は、当社が本申込書を受領した時点をもって、成立するものとします。
2. 前項の規定に関わらず、契約者による本サービスの利用は、当社が契約者から本申込書を受領した日の属する月の翌月１日から開
始できるものとする。
第３条（取扱いの基準）(1)契約者は自己の責任において本サービスを利用するものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由以外は、
いかなる場合においても責任を負うことはありません。(2)当社は本規定を契約者の承諾なく変更することがあり、その場合、契約者
は変更後の規定に従うものとします。なお、当社が本規定を変更するときは、あらかじめ、当社ウェブ・サイトにおける掲示、Eメー
ルによるご担当者への通知など、当社が適切と認める方法により、契約者の知り得る状態に置くための措置を講じるものとします。
(3)本サービスは、機械翻訳自体のサービスの提供ではありません。
第４条（効果保証等）当社は、契約者が本サービスを利用することによって期待される海外からのアクセス、集客等、いかなる効果
の保証も致しません。また、永続的またはエラーのない運用を約束することはできません。
第５条（免責）(1)当社は、契約者が本サービスを利用することによって発生する店舗経営上のいかなる影響に対しても責任を負わな
いものとします。(2)日本国内のみならず海外にも広く閲覧環境がなされることから、スパム、偽物、対話のないユーザからのアクセ
ス等の可能性がありますが、当社がセキュリティーベンダーより提供を受ける可能な範囲で対策を実施しており、全ての対策を保証す
るものではありません。(3)海外の検索サイトの仕様変更、基準変更、国家のネット検閲の実施等によりインデックスされなくなる可
能性がございますが当社が支配できない範囲の影響に対しては責任を負えません。
第６条（本サービス利用料）本サービスの初月利用料は無料となります。２か月目以降は本申込書所定の利用料が発生いたします。
なお、社会情勢の変動により金額の変動がある場合があります。
第７条（システムの稼働）本サービスに基づくシステムの稼働を一時的に不稼働にすることができます。不稼働を希望する場合は保
守会社に申請することで対応することができます。なお、不稼働であっても利用料の変更・返金には応じることは出来ません。
第８条（有効期間）本サービスの有効期間は原則保守契約期間と同一となり、保守契約期間満了後は割引サービスなく本サービスを
ご利用いただくことができます。
第９条（解約）本サービス利用期間中に、契約者が当社に対し解約の旨を書面で通知した場合は、その時点をもって本サービスの解
約となります。なお、毎月20日までに当社に届いた解約書面を当月の受付とし、翌月末での解約となります。また、途中解約時には
ホームページ保守セット割引が解消され、契約者は当社に対し「契約期間（1年更新）✕Multi index 定額月額―既払い金」を支払う
ものとします。
第１０条（協議）本規定に定めの無い事項（ただし保守約款に定めのある事項は当該保守約款に従う）又は本規定の各条項に疑義が
生じた場合には、契約者と当社は誠実に協議し、円満に解決を図るものとします。
【外部リンクサービス利用規約】
保守契約書記載の契約者（以下「契約者」）は、保守会社丁（以下「当社」）から外部リンクサービス（以下「本サービス」）の提供
を受ける際に、以下に定める規定（以下「本規定」）を同意したうえで申し込むものとします。
第１条（定義）本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、以下のとおりとします。
①本申込書：保守契約書②サイト：被リンクサイト③サイト運営者：被リンクサイトを運営する者
第２条（本サービス利用契約の成立）1. 本サービス利用契約は、当社が本申込書を受領した時点をもって、成立するものとします。
2. 本サービスは、契約者のホームページの公開後から作業を行い、当該作業を完了次第、利用を開始できるものとします。
第３条（取扱いの基準）(1)契約者は自己の責任において本サービスを利用するものとし、当社は、当社の責めに帰すべき事由以外は、
いかなる場合においても責任を負うことはありません。(2)サイトは当社の判断により決定いたします。(3)サイト運営者若しくは当社
の判断により、本サービスを制限する場合があります。(4)キーワード等については、当社が指定するヒアリングフォームで定めるも
のとし、当社が当該ヒアリングフォームを受領後は内容の変更は出来ないものとします。(5)当社は本規定を契約者の承諾なく変更す
ることがあり、その場合、契約者は変更後の規定に従うものとします。なお、当社が本規定を変更するときは、あらかじめ、当社ウェ
ブ・サイトにおける掲示、Eメールによるご担当者への通知など、当社が適切と認める方法により、契約者の知り得る状態に置くため
の措置を講じるものとします。(6)本規定第８条により解約となった場合、それまで施工した外部リンクは全て解除され、本サービス
は終了します。
第４条（効果保証等）当社は、契約者が本サービスを利用することによって期待されるWEB上の検索順位の上昇や集客や売上等、いか
なる効果の保証も致しません。
第５条（免責）当社は、契約者が本サービスを利用することによって契約者又第三者が損害を受けた場合であっても責任を負いませ
ん。
第６条（本サービスの利用料）本サービスの利用料は、本申込書記載の金額となり、本サービスの有効期間中は、毎月保守料金と合
わせて本サービスの利用料をお支払いただきます。
第７条（有効期間）本サービスの有効期間は保守契約期間と同一となります。保守契約期間が更新された場合、本サービスの有効期
間も更新されるものとする。
第８条（解約）(1)本サービス利用期間中に、契約者が当社に対し解約の旨を書面で通知した場合は、その時点をもって本サービスの
解約となります。なお、毎月20日までに当社に届いた解約書面を当月の受付とし、翌月末での解約となります。(2)本申込書に定めた
月額料金が未納となったことを当社が確認した時点で本サービスは解約となります。なお、解約後に未納が解消されても、本サービス
が再開する事はございません。再開をご希望される際は、再申込みが必要となり、その場合本サービスの有効期間は保守契約期間と同
一となります。(3)本サービスが解約となった場合でも、解約月の本サービス利用料は生じ、解約月の翌月が本サービス利用料の最終
請求月となります。(4)本サービスが解約されても、保守契約自体が解約されるわけではありませんが、保守契約が解約された場合は
本サービスも解約となります。
第９条（協議）本規定に定めの無い事項（ただし保守約款に定めのある事項は当該約款に従う）又は本規定の各条項に疑義が生じた
場合には、契約者と当社は誠実に協議し、円満に解決を図るものとします。
【Just MEO 利用規約】
第1条【総則】保守会社は、Just MEO 利用規約（以下、本規約）を定め、本規約に基づき第4条に定める各サービス（以下、本サービ
ス）を提供するものとする。1.契約者は本規約を遵守して本サービスを利用するものとする。
第2条【利用契約の締結】利用契約は、本サービス利用を希望する申込者が本規約に同意の上、当社所定の形式の利用申込を当社また
は当社が認める販売代理店に提出し、当社がこれを受領した時点で成立するものとする。1.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利
用変更申込を当社または当社が認める販売代理店に提出し、当社がこれを受領したときに成立するものとする。2.当社は、前各項その
他本規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約の締結もしく
は利用契約変更の承認をしないこととする。①本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として
利用契約を解除されたことがあるとき②利用申込または利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったときまたは記入もれがあったとき
③金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき④その他当社が不適当と判断したとき3.利用申込書または当
社若しくは販売代理店と別途書面等により、本規約と異なる定めをした場合、当該書面等の事項が優先されるものとします。
第3条【利用申込の代行】当社と販売代理店契約を締結した販売代理店に対しては、利用申込書記載のサイトに限り本サービスの申込
を代行することを許諾する。
第4条【Just MEO が提供するサービス】当社は、本規約に基づき利用申込書のサービスを契約者に提供するものとする。また、当社
が提供するMEO関連サービスに関し、サービス内容として規定するものの他については、営業上の秘密となるため、開示致しません。
また、サービス内容が変更になる場合、または追加される場合があります。
第5条【通知】当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社システムの管理画面、当社ホームページに掲載す
るなど、当社が適当と判断する方法により行うこととする。第6条【利用規約の変更】1.当社は、本規約を随時変更することがある。
なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとする。2.本規約の変更後、契
約者が本サービスを引き続き利用した時点で、変更後の新利用規約に同意したものとする。3.当社は、前項の変更を行う場合は、変更
後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとする。
第7条【契約者について】当社は本サービス利用を希望する契約者を審査し、契約者として不適当と判断した場合は、本サービスの提
供を拒否することとする。拒否判断に関しては、当社の判断基準によるものとし、当社はその理由を開示する義務を負わないものとす
る。1.契約者は、本サービスの利用に関し、必要となる情報（契約者の情報）の提供または当社への権限の付与（他媒体のアカウント
に関する権限の付与を含む、以下同じ）が必要となる場合、契約者は当社指定の期日までに、情報の提供または権限の付与を実施する
ものとします。情報の提供または権限の付与がなされないことに起因して、当社がサービスを提供できない場合においても、当社は何
らの責任を負わず、契約者は9条に定める利用料金の支払義務を免除されません。なお、当社は、本規約に基づき提供された情報、及
び付与された権限について、本サービスの提供のために利用するものとし、その他の目的において利用しません。2.契約者は他社サー
ビスに関する規約につき、遵守するものとします。
第8条【禁止事項】①本サービスの複製、派生物の作成、リバースエンジニアリング②競合製品の作成のための本サービスの使用③違
法、もしくは詐欺目的での本サービスの使用④利用契約終了後においても第8条第2項および第3項はなお効力を有する
第9条【本サービスの利用料金、算定方法等】1.本サービスの利用料金、算定方法等は当社所定の申込用紙に定めるとおりとし、契約
者は当社または販売代理店が指定する方法により当社に支払うものとする。2.本サービスの利用料金は、申込にかかる契約書または申
込書に特段の定めがない限り、利用月の利用料金を翌月の末日までに当社に支払うものとする。なお、保守契約のオプションサービス
として本サービスを申し込む場合は、当該保守契約に基づく保守料金に合算して支払うものとする。3.契約初月に限り、利用料金は発
生しないものとする。

4. 本サービスのうち、契約者の都合により利用することで料金の支払いが必要となるサービスは、前項にかかわらず、その利用に
あたり必要となる料 金を、利用月から起算して当社所定の期日に当該月の月額料金に合算して支払うものとします。
第10条【遅延損害金】1. 契約者が本サービスの利用料金について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、サー
ビスの提供を一時的に停止するものとする。また、利用再開する場合は支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数につい
て、遅延損害金として当社が指定する期日までに支払うこととする。遅延損害金は支払いを遅延した全額に対し、契約者が遅滞の責任
を負った最初の時点における法定利率の割合で発生するものとする。第11条【本サービス提供の停止・中止】1.当社は契約者・アカウ
ントが下記に該当する場合、当社の判断にて本サービスの提供を事前の通告なく永久的にまたは一時的・部分的に中止することができ
ることとする。①契約者が本サービスの利用料金及びその他の債務を、所定の支払期日が経過しても履行しない場合②契約者が本サー
ビスに登録しているメールアドレス、電話番号、住所のいずれの方法においても当社からの連絡が取れなくなった場合③当社が無料で
本サービスを提供する試用期間が終了した段階で、契約者が所定の支払い手続を行わなかったとき④前号のほか利用サイト及び契約者
が本規約に違反した場合2.当社は本条前項に基づく本サービスの提供の停止及び中止によって生じた利用サイト及び契約者または第三
者の損害につき一切の責任を負わないこととする。
第12条【利用期間】本サービスの利用期間は、契約者が利用申込時に当社と契約した期間とする。なお、中途解約の場合は、当社所定
の方法で当月20日迄のお申出で翌月末の解約とし、解約月までの利用料を支払うものとする。また、当社所定の方法により期間満了日
の属する月の前月20日までに契約者または当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに、直前の利
用期間と同じ契約月数が自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。なお、保守契約のオプションサービスとして申し込む
場合は、保守契約の終了をもって本サービスの提供も同時に終了するものとする。
第13条【メンテナンス等】1.当社は、次の場合には本サービスの提供を一時的に中止することができるものとする。①システム拡張、
メンテナンス、その他システムを提供するにあたり必要な事由によりシステムやサーバ等のセンター設備の一部もしくは全部を停止さ
せる場合②当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合③天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生
するおそれがある場合④当社が利用する電気通信設備、サーバーの障害その他やむを得ない事由が生じた場合⑤その他、当社が本サー
ビスの提供の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合2. 当社は、第1項の規定により本サービスの提供を中止すると
きは、あらかじめその旨を連絡先担当者に通知することとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではないものとする。3. 当
社は、サービス向上のため、当社または接続する他社サービスの仕様等の変更に伴い、予告なく、サービス内容やサービスの提供に伴
うツール等の仕様の変更を変更することがあります。4. 前三項に関し、契約者に生じた損害について、当社は何らの責任も負わないも
のとします。
第14条【秘密保持】1. 本規約において秘密情報とは、本サービスの利用及び提供に関連して当社または契約者から相手方に対して開
示された一切の情報である。2. 当社及び契約者は、秘密情報を本サービスの目的のみに利用するとともに、相手方の事前の書面（電子
メール、WEB画面を含む）による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとする。3. 当社及び契約者
は、本サービスを解約した後においても、いかなる情報の公開または第三者への漏洩を禁止するものとする。4. 契約者は、当社が本
サービスの提供にあたって必要な情報を契約者から取得することに同意するものとする。また、当社は、当該情報を当社のプライバ
シーポリシーに基づき取扱うものとする。5. 第2項の定めに拘わらず、当社及び契約者は、法律、裁判所または政府機関の強制力を伴
う命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求または要請があった場合、可能な限りそ
の旨を相手方に通知しなければならない。6. 当社及び契約者は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を本サービスの実施・
利用に必要な最小限度の範囲を超えて複製する場合は、事前に相手方に承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳
重に行うものする。
第15条【損害賠償】当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、本規約及び利用契約に
別に定めている場合を除き、契約者からの請求により、利用契約に基づき当該月の利用料金として契約者が支払った金額を限度として、
契約者に現実に発生した直接損害の賠償請求に応じるものとする。1.契約者が当該請求を為し得ることとなった日から５日を経過する
日までに当該請求をしなかった場合は、契約者は当該請求をする権利を失うものとする。2.契約者及び利用サイトが本規約に違反する
本サービスの利用をすることによって当社に損害が発生した場合は、当社は契約者に対して損害全額の賠償を請求できるものとする。
第16条【免責事項】当社が、当社の責めに帰すべき事由以外の原因（停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、
インターネットインフラその他サーバ等のシステム上の不具合・緊急メンテナンスの発生、当社サービスが接続対象とする他社サービ
スの不具合・仕様や規約変更などによる接続の停止を含むがこれらに限らない）により契約者に損害を与えた場合、又は本サービスの
提供ができない場合、当社および販売代理店はその責を問われないものとする。また、当社は、契約者が本サービスを利用することに
よって期待されるインターネット上の検索結果、反響、または集客や売上等、いかなる効果の保証も致しません。1. 当社及び販売代理
店は契約者が他の契約者または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとする。2. 契約者は、当社システム
と他社サービスの連携により発生した、他社サービスにおけるいかなる不具合および利用制限において、異議申し立てを一切行わない
ものとし、当社および販売代理店はその責を問われないものとする。
第17条【反社会的勢力との絶縁の保証】1.当社と契約者は、相手方に対し、次の各号に定める事項について表明し保証する。①暴力団
等の反社会的勢力から直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず資本・資金を導入し資本・資金上の関係の構築を行っていない
こと②暴力団等の反社会的勢力に対して直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと③暴力団等の反
社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を会社または子会社の役員等に選任しておらず、また会社または子会社の従業員と
して雇用してはいないこと④暴力団等の反社会的勢力が直接・間接を問わず経営に関与していないこと2. 当社と契約者は、相手方が前
項の保証に反すると合理的に判断したときには、何等の催告を要せず直ちに利用契約を解除することができるものとする3. 当社と契約
者は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し保証する。①脅迫的な言動または暴力行
為②法的な責任を超えた不当な要求行為③風説を流布し偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損する行為④相手方の業務を妨害す
る行為⑤その他1項各号に準ずる行為
第18条【協議・紛争】1. 本規約に定めのない事項及びその解釈に疑議が生じた事項については、当社と契約者との間で協議の上誠意
を持って解決・決定することとする。なお、本規約又は本サービスにかかる一切の事項について、契約者と当社の間で協議により解決
できない問題については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。2. 本規約に基づく権利または法律関係について紛
争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとする。 202403版
【サイテーション対策利用規約】「Uberall」利用契約
当社（契約書の「販売店」をいい、以下「甲」といいます）と申込者（買主の場合も含みます。以下「乙」といいます）とは、株式会
社リカバリー（以下「リカバリー社」といいます。）が提供する「Uberall」の提供条件、及び利用条件について、次のとおり合意しま
す（以下この利用契約を「本契約」といいます）。なお、本契約の他、本サービスの申込に際し、乙が甲との間で締結する契約に定め
がある場合、当該定めにも乙は従うものとします。
第1条（サービスの提供）甲は、本契約に定める条件に従って、「Uberall」（乙が運営、管理する店舗等の営業情報（所在地、営業時
間、問い合わせ情報等）（以下「乙コンテンツ」といいます）を、検索ウェブサイト、ソーシャルメディアウェブサイト等の運営者が
インターネットあるいはアプリ上で提供する地図情報等（以下「パブリッシャーサイト」といいます）または乙が管理するウェブサイ
トに付加し、また、これを管理すること等を可能にするローカル・マーケティング・ソフトウェア・プラットフォーム、及びこれに付
随するサービスのことをいいます）（以下当該プラットフォームを「本プラットフォーム」、また、これらを総称して、「本サービ
ス」といいます）を提供します。乙は、本契約に定める条件に従って、本サービスを利用するものとします。本サービスの詳細は、
「サービス詳細」として定める通りとします。
第2条（本サービスの利用条件）1.乙は、本サービスを、乙自身の運営、管理する店舗等に関する営業情報をパブリッシャーサイトまた
は乙が管理するウェブサイトに付加し、また、これを管理するためにのみ、利用するものとします（以下この目的を、「本目的」とい
います）。2.乙は、善良な管理者としての注意をもって、本サービスを利用するものとします。3.乙は、本サービスに関して設定した
ログイン情報、アカウントパスワード等について、これを保護するために必要な措置をとるとともに、本サービスを利用するコン
ピュータ、タブレット端末等のすべてにつき、最新のウイルス等への対策を講じるものとします。4.乙は、甲によって、本サービスを、
適宜、保守、メンテナンス、運用支援、改修、アップデート等が行うことについて、予め了解します。
第3条（乙コンテンツ）1.乙は、乙コンテンツを、最新かつ正確なものとなるようにします。2.乙は、乙コンテンツに、性的な情報、第
三者を攻撃する情報、名誉を棄損する情報、違法な情報、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するような情報を含めてはならない
ものとします。3.乙は、乙コンテンツに、リカバリー社、甲または甲が本サービスを提供するために甲に本プラットフォームの利用を
許諾しているものに提供義務や開示義務等を負わせるようなデータ、コード等（GNU Public License等を含みますがこれに限られませ
ん）を、含めてはならないものとします。4.リカバリー社または甲は、乙がコンテンツに誤記などの明らかな誤りを含むことを確認し
た場合には、適宜、当該誤りを修正できるものとします。但し、本条項は、リカバリー社または甲に、修正義務を負わせるものではあ
りません。5.乙は、リカバリー社または甲が、管理画面上で設定された乙コンテンツを、パブリッシャーサイトへの連携を目的とする
場合に限り、複製、翻案、その他の利用、または、パブリッシャーサイトに提供することを許諾するものとします。
第4条（対価）1.乙は、甲に対し、本サービスの利用の対価として、申込書記載の利用料を支払うものとします。2.前項の利用料の支払
い条件については、申込書記載のとおりとします。
第5条（禁止行為）乙は、本サービスを利用するにあたり、次の事項を行ってはならないものとします。
①本サービスの提供や利用に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為②本サービスの一部または全部を、本目的以外の目的
（詐欺等の違法な目的を含みますが、これに限られません）で利用する行為③リカバリー社または甲の事前の書面による承諾を得ずに、
第三者に提供する行為、並びに再利用許諾、貸与、再販、リース、その他の方法で第三者に利用させる行為④本サービスの一部または
全部を、改変、解析、解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、生成する行為⑤本サービスの一部または全部
を複製・翻案する行為⑥本サービスの日本国外での利用⑦第三者の知的財産権若しくはその他の権利を侵害する行為、またはそのおそ
れのある行為⑧コンピュータウィルスまたは本サービスに有害な影響を与えるコンピュータコードの転送または保存⑨法令、公序良俗
に違反する行為⑩その他前各号に類する行為
第6条（利用の停止）1.乙が、前条の禁止事項を行っている、あるいは、本契約に違反をしていると合理的に判断される事情がある場合、
甲は、いつでも、乙に対し、本サービスの利用を中止するよう要求することができるものとします。2.乙が前項の甲の要求に応じない
場合、甲は、乙の承諾を得ることなく、乙による本サービスの利用を中止することができるものとします。
第7条（免責等）1.パブリッシャーサイトにおいてリカバリー社、または甲の故意、過失に起因しない不具合が発生し、乙の設定どおり
にパブリッシャーサイトに表示されなかった場合でも、リカバリー社及び甲は一切保証しません。2.リカバリー社及び甲は、乙が本
サービスを利用することにより、または利用できなかったことにより、乙に損失、損害等が生じた場合であっても、リカバリー社及び
甲は、当該損失、損害についてリカバリー社及び甲の故意・過失に基因する場合を除き、責任を負いません。3.リカバリー社及び甲は、
乙から、本サービスが別途リカバリー社、並びに甲の定める仕様のとおりに動作しない等の不具合（以下、総称して「本不具合等」と
いう）がある旨の通知を受けた場合、速やかに、本不具合等の補修、修正等を行うように努力します。4.リカバリー社及び甲は、本
サービスが、第三者の知的財産権を侵害している、あるいは、かかる侵害の主張を受ける可能性があると判断する場合には、その裁量
により、①引き続き本サービスを提供できるように、当該第三者より許諾を取得する、②機能的に同等の製品と交換しこれを提供する、
あるいは、③当該第三者の権利を侵害しないように、本サービスを修正する、あるいは、④本サービスの提供を中止するものとします。
第8条（権利の帰属）本サービスに関する著作権その他の知的財産権は、リカバリー社、甲または甲が利用許諾を受けている第三者に帰
属するものとします。ただし、本サービスの成果として、構造化等がなされた乙の管理するウェブサイトに関する著作権その他の知的
財産権について、リカバリー社及び甲に原始的に帰属しているものについては無償で乙に譲渡するものとし、リカバリー社及び甲は著
作者人格権その他の権利を乙に対して主張しないものとする。
第9条（乙の名称及びロゴの使用）本サービスの利用期間中、リカバリー社及び甲は各自のウェブサイト及びその他の広告資料において、
乙が本サービスを利用していることを紹介するために、乙の名称及びロゴを使用できるものとします。
第10条（秘密保持）各当事者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本サービスの提供または利用により取得した相手方
当事者の技術上、営業上及び業務上の一切の情報（口頭・電子メール・文書・図面・その他書類・磁気的若しくは光学的に記録された
媒体等、その開示・提供方法は問わない。以下「秘密情報」という）を、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
第11条（補償）乙は、乙が、本契約に違反したことにより、または、乙もしくは乙コンテンツが、第三者の知的財産権、またはその他
の権利を侵害または法令等に違反することにより、第三者から、リカバリー社、甲、及びその関連会社、協力会社、役員、従業員等
（以下「甲ら」といいます）が、損害賠償の請求等を受け、これにより甲らに損害（弁護士費用を含みますが、これに限られません）
が生じた場合、かかる損害について、甲らに補償するものとします。
第12条（反社会的勢力の排除）リカバリー社、甲及び乙は、自ら、または自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは
これらに準ずる者をいう）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下これら総称して
「反社会的勢力」といいます）ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスを利用するものではないことを確約
します。
第13条（契約期間）1.本契約の期間は、申込書の定める期間とします。2.乙は、本契約を終了する場合（中途解約、もしくは満期解
約）、解約を希望する月の前月20日迄に当社所定の方法で解約の意思表示を当社が受領できるよう手続きするものとし、この場合、翌
月末日をもって解約するものとします。なお、契約書面上に違約金・中途解約手数料等の定めがある場合は、これを甲に対し支払うも
のとします。
第14条（契約終了後の措置）本契約が、期間満了、中途解約、または解除等により終了した場合であっても、第7条1項、第8条、第10条、
第11条、第14条の規定については、引き続きその効力を有するものとします。
■サービス詳細
甲が乙に対して提供する本サービスの詳細は以下のとおりとします。
①Googleマップ、Instagramその他の地図提供メディア、SNS等のパブリッシャーサイトとのデータ連携機能（以下、「Listings」とい
います。）の提供
※接続パブリッシャーサイトはhttps://uberall.com/en-gb/directories/productsより閲覧可能
②Listingsによりデータ連携するGoogle、Facebook等に対するユーザーからの口コミの確認、分析、返信の管理機能及び投稿機能（以
下、「Engage」といいます。）の提供
③前各号の機能等を使用するための各種運用サポート
④その他、前各号に付随する一切のサービス
※乙は、契約期間中本サービスについて追加の購入を希望する場合、当社所定の方法で申し込むものとします。
以上
【Risk Analyze サービス利用規約】
第１条（本サービスの内容）「Risk Analyze」（以下「本サービス」といいます。）は、当社（本サービス申込のための申込書（書面
タイトルは問いません）表記にある販売店・サービス提供会社等を指します、以下同じ。）がお客様に対し、「Risk Analyze サービス
利用規約」（以下「本規約」といいます。）に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの詳細は本規約末尾「本サービス
の詳細」に定めるものとします。
第２条（本サービスの利用）1.本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを申し
込むものとし、当社の定める審査基準を満たし当社の承諾後、お客様の登録が完了した場合に限り、本サービスに関する利用契約（以
下「利用契約」といいます。）が成立したものとします。尚、当社と利用契約を締結したお客様を「本サービス利用者」といいます。2.
当社は、前項に定める審査内容は、本サービス利用者に一切開示しないものとし、本サービス利用者は当社の審査結果に対して異議申
し立てを行わないものとします。3.本サービス利用者は、別途当社が定める場合を除き、本サービスを利用するために必要な通信機器、
ソフトウェア、ネットワークなどの機器類等を自己の費用と責任において用意するものとします。

第３条（利用料金）1.本サービスの利用料金（以下「本料金」といいます。）は、申込書（書面に限らず、Web 申込による場合はWeb 
フォームを含みます。）に定める料金を支払うものとします。なお、初月基本利用料は無料とし、2か月目以降は本申込書所定の方法
で支払うものとします。
第4条（本サービス・規約の変更）1.当社は、本サービス利用者に対する事前の承諾を得ることなく、本規約または本サービスの内容
を変更することができるものとします。2.当社は、前項に基づき本規約または本サービスの内容を変更する場合、変更を行う旨及び変
更後の内容並びにその効力発生時期を、本サービス利用者に当社のWeb サイトへの掲載またはその他相当の方法により通知するものと
します。3.本規約または本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。4.当
社は、本サービス利用者に対する事前の通知または承諾を得ることなく、本サービスの一部または全部を変更または廃止することがで
きるものとします。
第5条（禁止事項）本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①第三者または当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。②第三者または当社の財産
若しくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。③第三者または当社の名誉、信用を毀損し、または誹謗中
傷する行為。④第三者または当社に不利益若しくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。⑤関係法令若しくは公序良俗に
反する行為若しくはそのおそれのある行為。⑥犯罪行為またはそれを誘発若しくは扇動する行為。⑦当社若しくは他社の設備の利用若
しくは運営に支障を与える行為または与えるおそれがある行為。⑧本サービスを利用する権利を無断で第三者に譲渡、貸与、移転等す
る行為。⑨本サービスの運用を妨げる行為。⑩本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改
変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不
正に利用する行為。⑪本サービスまたは本サービスにより得られる情報（以下「本情報」といいます。）を、公序良俗に反する目的に
おいて使用する行為。⑫本情報を、第三者に提供する商品やサービスのために収集または使用する行為（有償、無償を問わない）。⑬
本情報を加工、破壊、改ざんする行為。⑭当社から提供された本サービスに付随する資料等を本サービスの利用以外の目的に使用する
行為。⑮本情報を、第三者に開示、漏えい、または使用させる行為。⑯前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。⑰その
他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第6条（知的財産権）本サービス利用者は、本サービス及びその内容、システム構成における著作権、商標権、その他ノウハウなどの
知的財産権が当社または当社の業務提携企業に帰属していることを認識し、本規約によってその使用権のみを有するものとします。
第7条（損害賠償）本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社または第三者に損害を与えた場合には、
当社または第三者が被った損害（逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。）等を全額賠償す
る責任を負うものとします。
第8条（通知）1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Ｗｅｂサイトへの掲載
またはその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の
翌々日（但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日）に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子
メールの送信またはファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に
到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がＷｅｂサイトへの掲載による場合、Ｗｅｂサイトに掲載された時点で本サー
ビス利用者に到達したものとみなすものとします。3.本サービス利用者が第1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったと
しても、当社は一切責任を負わないものとします。
第9条（利用者情報の利用目的）当社は、本サービス利用者に関する情報（申込書等に記載の契約者情報の他、本サービスのログイン
履歴や当月の照会件数、利用開始から当月までの照会件数などのサービス利用情報を含みます。）を、以下の各号に該当する場合にお
いて利用する場合があるものとします。
①本サービスを提供する場合（本料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます）。②本サービスの利用率向上を目的として、
本サービス利用者に有益な情報提供やサポート対応を行う場合。③本規約または本サービスの変更に関する案内をする場合。④本サー
ビスに関し緊急連絡を要する場合。⑤当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社（以下、総称して「当社等」といいます。）が取扱
う各種商材に関する案内をする場合。⑥当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。⑦マーケティングデータの調査、分析、
新たなサービス開発を行う場合。⑧当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。⑨法令の規定に基づく場合。⑩本
サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第１0条（免責）1.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わ
ず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。2.当社
は、緊急を要する本サービスのメンテナンスまたは通信回線や移動体通信機器等の障害、その他不測の事態等による本サービスの中
断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないも
のとします。3.本サービス利用者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第11条（第三者への委託）当社は、本サービスに関する業務の一部または全部を、本サービス利用者の事前の承諾、または本サービス
利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第１2条（本サービスの提供の停止及び利用契約の解除）1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何
らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部または全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとしま
す。
①本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。②本サービス利用者が、第5 条に定める行為を行っ
たとき。③本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。④本サービス利用者が、民
事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行いまたは第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。⑤解散決
議をしたときまたは死亡したとき。⑥支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手の不渡りにより金融機関から取
引停止の処分を受けたとき。⑦被後見人、被保佐人または被補助人の宣告を受けたとき。⑧資産、信用、支払能力等に重大な変更を生
じたと当社が認めたとき。⑨法人格、役員または幹部社員が民事訴訟または刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、
当社に不利益を与えたとき、または、その恐れがあるとき。⑩反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。⑪本
サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあ
るとき。⑫本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を
したとき。⑬当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。⑭本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載し
たことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。⑮その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不
適当と判断したとき。⑯前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、
またはきたすおそれが生じたとき。⑰本規約の規定に違反すると当社が判断したときまたはその他当社が本サービス利用者に対して本
サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。2.当社は、前項に基づき本サービスの一部または全部の提供を停止したこと、
もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第13条（サービスの廃止）1.当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃
止する日の14 日前までに、その旨を通知します。2.当社は、本サービスの一部または全部が廃止したことにより本サービス利用者に
損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第14条（解約）1.本サービス利用者は、利用契約の解約（中途解約もしくは満期解約）を希望する場合は、当社が指定する方法により、
当月2０日までに解約する旨の意思表示を行うことで、翌月末日の解約となるものとします。なお、中途解約に関し、申込書に違約
金・中途解約手数料等の定めがある場合、本サービス利用者は、当社に対し当該金員を支払うものとします。
第１５条（契約期間）1.当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が別途、本サービス利用
者に対して通知する、本サービスの利用開始通知書に記載の利用開始日（以下「利用開始日」といいます。）または別途当社が指定す
る日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。2.本サービスの契約期間は、申込書にて定める期間とします。
本契約を終了する場合、第14条の定めの通りとします。
第１６条（期限の利益の喪失）本サービス利用者が、第1２条第1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に
対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第１７条（反社会的勢力の排除）1.本サービス利用者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
①自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴
力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人（以下「反社会的勢力」といいます。）ではないこと、及び、
過去5 年以内に反社会的勢力でなかったこと。②反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。③反社会
的勢力を利用しないこと。2.本サービス利用者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
①当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9 条各号に定める暴力的要求行為。②当社または
第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。③当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為。④偽計または威力を用い
て当社の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。⑤前各号に準ずる行為。3.本サービス利用者は、本サービス利用者が反社会的勢
力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当
社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。4.当社は、本サービス利用者に前三項のいず
れかの規定に違反している事実が発覚（報道されたことを含みます。）したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償そ
の他何らの義務も負うことなく、本契約その他本サービス利用者と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除するこ
とができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、本サービス利用者は当社に対し、何らの請求、主張、異
議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、本サービス利用者に対する損害賠償請求は妨げられないも
のとします。 以上
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■本サービスの詳細
本サービスは、本サービスの提供元であるKYC コンサルティング株式会社（以下「KYC」といいます。）が運営する適格者情報提供
サービスについて、当社独自のプラン設計を施したサービスとなります。
①本サービスは、本サービス利用者における取引先のコンプライアンスチェックを目的とした情報提供サービスとなります。当社所定
のシステムに必要情報を入力することで、本情報（KYC が公知情報またはインターネット等から収集した、対象となる法人・個人の風
評情報・一般犯罪情報・その他企業情報等をいいます。）を照会することができます。
②本サービスにて当社が利用者に対し提供する本情報は、非独占的であり、個人情報、法人名並びに当該法人の代表者、役員、従業員
に関する個人情報が含まれています。ただし、個人情報については、個人情報保護法やその他ガイドライン（以下、併せて「個人情報
保護法等」といいます。）に定める範囲で提供するものとし、個人情報保護法等に従い適切に取り扱います。
③本サービス利用者は、本規約の他、個人情報保護法やその他ガイドライン等に従い適切かつ厳正に取り扱うものとします。
④本サービスを通じ当社が本サービス利用者に提供した資料等に係る著作権（著作権法第27 条および28 条の権利を含みます。）及び
著作者人格権ならびにそれらに含まれるノウハウその他一切の知的財産権は当社またはKYC その他当社の指定する第三者に帰属するも
のとします。
⑤当社及びKYC は、本サービスを通じて単に本情報を提供する立場であり、本サービス利用者の何らかの決定、判断等に関与する権限
を有するものではありません。また、本情報はあくまでKYC が独自に情報収集した結果に基づくものであり、それは絶対的な情報を提
供するものではなく、将来にわたり、本サービスの情報と実態との同一性を保証するものではありません。当社及びKYC は、本情報の
遺漏、相違に関して一切の責任を負いません。
⑥本サービス利用者は、プレスリリース・投資家向け広報活動・官公庁に対する書類提出その他の社外公表等に伴い、本情報または本
サービスを通じて当社が提供する報告資料の内容について記載を要する場合は、当社の事前の承諾がない限り当社の名称及び当該報告
内容等を無断で使用または記載してはならないものとします。

CMSライセンス契約

✓にて申込み

Web更新ツール（ホームページの更新、修正、追加等を行うCMS更新ツー

ル）

MSのシステムメンテナンス

ロードバランサ―（サーバの高負荷発生時の分散及び監視業務）

※満期後は無償となります

・WEB更新ツール

・システムメンテナンス

・ロードバランサー

サイト運用強化パ ッ ク

✓にて申込み

ブ ロ グ 等のページ制作・運用時の対策キーワードアドバイス
ブ ロ グ 等のページ制作・運用時の作成内容アドバイス

システム利用時の各種ブ ラ ウ ザ ー 対応

指定したキーワードの共起語の調査、利用ツール
ホームページ制作、運用時のディレクトリ作成のアドバイスツール

・キーワード補助機能

・出来事・トレンド情報

・共起語検索機能

・ディレクトリ補助機能

SEO対策パ ッ ク

✓にて申込み

制作ペ ー ジ の 強化

内部施工状況のチェック、指摘箇所の表示

作成したホームページ等のリンク状況の把握、管理

・外部リンク（１０本、オリジナルIP)

・SEOレポート機能（管理画面確認）

・リンク数ランキング

システム監視

✓にて申込み

24時間の監視サービス

障害発生後の現状回復対応

障害発生の防止体制をアップデートしてゆきます

・２４時間監視体制

・障害復旧対応体制

･再発防止アップデート対 策

セキュリティ対策、バックアップ

✓にて申込み・伝送暗号化通信、不正アクセス検知

管理画面数値レポートパック

✓にて申込み

Googleアナリティクスのグラフ化、管理画面履歴との統合デ ー タ

Googleアナリティクスのグラフ化、管理画面履歴との統合デ ー タ
Googleアナリティクス＆サーチコンソールのグラフ化、管理画面履歴との統
合データ

・表示速度レポート

・コンバージョンデータレポート

・ビジュアル化レポート
※Googleアナリティクスの情報をベースに表示。 ※Googleアナリティクスの情報全てが表示されるわけではございま

せん。

【AIサポートサービス利用規約】
AIサポートサービス（以下、「本サービス」という。）の申込者（以下、「利用者」という。）と当社指定の商品（以下、「本商品」とい
う。）を対象として保守会社（以下、「当社」という。）との間で締結した保守契約に付随するサービスとして本サービスの提供に関する契
約内容や利用条件等について、この利用規約（以下、「本規約」という。）で定めます。利用者は、本サービスへの申込に際し、本規約を確
認し、同意の上、申込をするものとします。
第1条定義本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
□本サービス：AIシステムをCMSに連携し、利用者が本商品を活用することを補助するAIを利用した各種機能を提供するサービス。□各種機
能：申込書表面に記載の各種サポート機能。□保守契約：本商品を対象として、利用者と当社との間で締結されている「保守サービスの提
供」に関する契約。□申込書：本サービスの申込書の意思表示のなされた保守契約書。□メールアドレス：本商品または保守契約に関連し、
利用者が利用者のメールアドレスとして当社に申告・登録・設定したメールアドレス。□AIシステム：本サービス提供のために必要な人工知
能システム。□CMS：保守契約に基づき当社がライセンスもしくは管理するCMS（WEBマーケティングツールを含みます。）。□管理画面：CMS
を管理するために利用者に提供される画面。□成果物：本サービスを利用し作成された成果物（ブログ案、記事案、レポート等、これらに限
りません。）。□連携サービス会社：AIシステムの為にAPIやサービスを連携する会社をいう。
第２条本サービス本サービスでは、AIシステムの利用により利用者が本商品をより活用することを補助するための申込書表面に記載の各種機
能を提供いたします。
第３条本契約の成立本契約は、利用者が本申込書により、本サービスを申込み、当社が承諾することをもって、保守契約の成立の時に成立し
ます。
第4条本規約等の変更1.当社は、利用者に対する事前の承諾を得ることなく、本規約または本サービスの内容を変更することができるものとし
ます。2.当社は、前項に基づき本規約又はサービスの内容を変更する場合、変更を行う旨、及び変更後の内容並びにその効力発生時期を、当
社のＷebサイトまたは管理画面上への掲載により通知するものとします。
第5条使用許諾当社は、本契約期間中、利用者が本サービスの対価を支払うことで、利用者に対し、本サービスで提供する各種機能の利用の為
に限り、AIシステムの非独占的、譲渡不可、かつサブライセンス不可なライセンスを付与します。
第6条料金とクレジット（１）初期設定費利用者はCMSへのAIシステム連携のために必要となる初期設定費用を当社指定の方法（支払方法及び
期日）で支払うものとします。（２）クレジットに対する料金利用者は、本サービスのご利用のために、以下のクレジットの購入が必要です。
①「基本クレジット」：本サービスに対する月額料金を支払うことで、申込書表面記載のクレジット数が毎月1日に利用者に付与されます。な
お、初月は利用料は無料とし、2か月目以降は本申込書所定の方法で支払うものとします。②「追加クレジット」：管理画面より、追加チケッ
トを購入しその料金を支払うことで、当社所定のクレジット数を、購入することができます。追加チケットの購入の料金の支払いは、翌月以
降の保守料金と合算して支払います。
第7条クレジットの利用（１）クレジットの種類と優先順位①基本クレジットは、本契約期間中、毎月1日に利用者に付与される、当月のみご
利用が可能なクレジットです。付与されるクレジット数は、申込書表面記載のクレジット数となり、月末時点でご利用可能なクレジットが
残っていた場合でも、クレジットの翌月以降への持ち越しはなく、返金もいたしません。②追加クレジットは、契約期間中のご利用が可能で
す。③クレジットの消費は、基本クレジットが追加クレジットに優先して消費されます。④クレジットの種類のいかんにかかわらず、契約期
間が終了（解約、解除、満了等理由の如何を問いません。）した場合は、契約終了の日の翌日よりご利用いただけません。また、いかなる場
合も、残ったクレジット数についての返金はいたしません。（２）必要クレジット数各種機能の利用に必要なクレジット数（以下、「必要ク
レジット数」といいます。）を、管理画面もしくは各種機能の画面にて表示し、かつ、各種機能のご利用前に利用者が確認できる措置を講じ
ます。なお、各種機能における必要クレジット数は、為替レートや経済動向、連携サービス会社の都合等により変動することがあります。こ
の場合、当社は、予め管理画面でお知らせいたします。（３）クレジットの消費1．本サービスで提供する各種機能のご利用には、当社所定の
必要クレジット数を対価として消費することでご利用いただけます。2．利用者は、各種機能のご利用にあたり、当該機能の必要クレジット数
を消費することに同意された場合、いかなる場合もクレジットの返還もしくは返金はないことに予め同意します。
第８条本サービスの留意事項利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の事項に留意するものとします。①本サービスは、利用者による本
商品活用のための補助を行うサポートサービスであり、本サービスの利用による効果の保証（検索順位の保証、集客の保証等）はありません。
②成果物は、誤った、もしくは偏った、利用者の目的に適合しない、または事実と異なる内容となることがあり、当社はこれらの内容に何ら
の保証もいたしません。利用者は、インターネット上に公開することを目的としたコンテンツの補助となる成果物について、成果物の内容を
十分に確認し、自己の責任と判断のもと、自己の事業に利用するものとします。
第9条本サービスの休止・停止・廃止1．当社は、必要に応じて事前利用者に対してその旨を管理画面上で通知し、一時的に本サービスを休止
することができるものとします。但し、緊急の運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合、保守作業が必要な場合、連携サービス会社の事
情、本サービスの提供に必要となる電気通信設備・回線等の外部環境による場合、その他天災地変等不可効力により本サービスを提供できな
い場合、事前の通知なく本サービスを休止することがありますが、事後速やかに契約者に通知します。2．当社は、利用者が、本サービスに対
する対価の支払いがなされていないことを確認できた場合、直ちに、利用者が本サービスを利用することを停止する措置をとることができま
す。この場合、当社は、利用者が本契約通りの対価の支払いがあることの確認をもって、本サービスの提供を再開するものとします。なお、
サービスの提供の再開は、当社所定の期間ごとの確認をもって再開するものであり、利用者による本契約通りの対価の支払い後、直ちに再開
することを約束するものではありません。3．当社は、前二項に伴う返金をいたしません。また、利用者又はその他の第三者の不利益・損害に
ついて、当社は一切の責任を負いません。4．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、
廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。①廃止日の30日前までに利用者に通知した場合②天災地変等
不可効力により本サービスを提供できない場合
第10条免責当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により利用者、または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度にか
かわらず、一切の責任を負いません。①本サービスを利用し作成された成果物（ブログ、記事、レポート等、これらに限りません。）及びこ
れを利用した ことにより利用者に生じた損害やトラブル。②インターネット上に公開することを目的としたコンテンツの制作に本サービスを
利用する場合、ＡＩシステムの性質上、利用者と同様の目的をもつ本サービスを利用する別の利用者と同一または類似の成果物を制作し、利
用者がインターネット上に公開したことにより生じた損害やトラブル。③連携サービス会社の事情、本サービスの提供に必要となる電気通信
設備・回線等の外部環境により一時サービスが停止したことによる損害（逸失利益を含みます。）。
第11条禁止事項利用者は、本サービスを用いて、次の各号に規定する行為ないしこれに類する行為を行ってはなりません。①保護者または法
定後見人の事前の同意を得ずに、利用者の従業者等の内13歳以上18歳未満の者に本サービスを通じてAIシステムを利用させる行為。なお、13
歳未満の方は、本サービスの利用は一切できません。②違法な行為（公序良俗に反する行為を含みます。）。③虚偽の情報を提供する行為。
④第三者の権利（著作権、商標権等の知的財産権を含みます。）を侵害し、もしくは侵害する方法で本サービスを使用する行為。⑤逆アセン
ブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、またはアルゴリズム、およびシステムのソースコードまたは基礎となるコンポーネントの
発見を試みる行為。⑥成果物を使用して、当社と競合するモデルを開発する行為。⑦他の利用者が本サービスを利用することを妨げ、混乱さ
せ、悪影響を与え、または阻害する可能性のある方法、または本サービスに損害を与え、使用不能にし、過度に負担をかけ、もしくは本サー
ビスの機能を損なう可能性のある方法で、本サービスを使用する行為。
第12条再委託当社は、本サービス利用のために、本サービスの提供に必要となる業務の一部または全部について、第三者に対して再委託する
ことができます。この場合、当社は、委託先に対し、利用者に対する本契約と同等の義務を負わせるものとします。
第13条情報の取扱いに関する同意１．利用者は、当社と締結する他の契約（保守契約を含みます。）及びプライバシーポリシーで定める利用
者の情報の利用に関する規定の他、本サービスに関する以下の情報（個人情報や利用者の同意があるものを除き、利用者を特定できる情報を
除きます。）について、当社が利用することに同意します。なお、当社は、当該情報を、本サービス、もしくは当社のサービスの向上、開発
のみに利用するものとします。①利用者が管理画面を利用してインターネット上に公開した情報を当社が利用すること。②利用者の管理画面
の利用に関するログ情報、本商品へのアクセス情報（アクセス者の情報の内、個人情報にあたらないものを含みます。）③利用者が本サービ
スを利用する過程で管理画面上からAIシステムに入力した情報。2．連携サービス会社は、成果物の情報を個人識別情報を削除した上で、連携
サービス会社のサービスの向上・改善のために利用することがあり、利用者はこれに予め同意します。3.連携サービス会社は、成果物の作成
にあたり利用者から提供された情報を、連携サービス会社またはその委託先が、閲覧、改変、削除等することにつき、利用者はこれに予め同
意します。
第14条著作権当社は連携サービス会社のAPIもしくはサービスに係る権利を除き、すべての権利を所有しています。但し、本サービスを利用す
るにあたり、利用者が入力する情報についての権利は利用者に帰属します。また、本サービスの利用規約を遵守することを条件として、利用
者が本サービスを利用したことにより提供された成果物についての著作権は、利用者の管理画面に提供された時点で、当社は利用者にその権
利を譲渡します。
第15条解約条項１．利用者は、本契約の有効期間中においても、中途解約することができます。この場合、毎月20日迄に当社所定の解約書面
を当社が受領することで、翌月末日をもって解約となります。2．本契約の有効期間中においても、利用者が、本契約の条項に違反した場合、
当社は、何らの通知なく本契約の解約、もしくは、本サービスの提供を中止できます。また、保守契約が終了（終了の理由は問いません。）
した場合、本契約も当然に終了します。いずれの場合においても、その解約もしくは本サービスの提供中止により、利用者が被ったいかなる
損害についても何らの責任も負いません。
第16条有効期間本契約の有効期間は、保守契約期間と同一となります。但し、解約、もしくは解除による場合はこの限りではありません。
第17条規定外事項利用者は、本契約に定めなき事項については、保守約款の定めに従うものとします。
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にて申込み

Muｌｔ index (マルチインデックス) ☆ ※社会情勢の変動により価格が変更となる場合あり

・海外の検索サイトへのインデックス

・コピーコンテンツ対策

にて申込み

Just MEO 

各種SNSまたは媒体（ご導入いただいたHPを含む）を管理・連携する販促ツールです。
本サービスは、各種SNSや媒体の管理や更新を簡便にするためのサービスであり、各種SNSや媒体自体の提供サービスではありません。 お客様は、

本サービスの利用のため、各種SNSや媒体等のアカウントをご準備ください。
契約期間は１年間の自動更新です。毎月20日迄に当社所定の書類のご提出で翌月末での中途解約が可能です。

システム利用その利用のための設定（利用を補助するための内部・外部施工の設定を含みます。） 併せて

、GBPにおける複数店舗の管理、書換防止機能が追加提供されます。Just MEO プレミアム

にて申込み

ｻｲﾃｰｼｮﾝ対策

お客様の店舗情報を世界中、国内外の有名な情報媒体（パブリッシャー）への登録・同期・更新を代行させていただくサービスです。

お客様の業種・業態によって登録・同期できるパブリッシャーは異なりますが、概ね約30のパブリッシャーへの登録となります。

※パブリッシャーの選定は弊社にておこない、皆様による指定は出来ませんので、ご了承ください。
※お客様への予告なく、選定されたパブリッシャーを変更することがございます。

にて申込み

ﾘｽｸｱﾅﾗｲｽ゙

取引先等のコンプライアンスチェックを目的とした情報提供サービスです。 ご利用回数は1か月に20回が上限となります。
提供元が公知情報またはインターネット等から収集した、対象となる個人・法人の風評情報・一般犯罪情報・その他企業情報を照会できます。 1回の検索

あたり５００円（税抜）の支払が必要です。当月ご利用分を翌月お支払ください。（料金のお支払は保守料金のお支払に準じます。）
※利用者が取得した情報は個人情報保護法等に従い適切かつ厳正にお取扱いください。

※提供元が収集した情報の提供サービスであり、絶対的な情報であることや将来にわたっての実態と照会された情報の同一性を保証するものではありま

せん。

契約期間は1年間の自動更新です。毎月20日迄に当社所定の書類のご提出で翌月末での中途解約もしくは満期解約が可能です。

にて申込み

AIサポート

AIサポートシステムをCMSに追加し、AIによるサポートを受けることができるサービスです。 本サービ

スで提供する機能については、下記URLよりご確認ください。

※ＡＩによる文書は事実と異なる記載や曖昧となる場合があります。公開する文書は投稿前に内容のご確認をいただき投稿をお願いします。
【クレジットについて】
サービスのご利用により保有クレジット数を全てご利用されますと、当月のサービスのご利用はできません。なお、追加チケットの購入でクレジッ ト数を増加

できます。
※サービスに必要となるクレジット数は、CMS管理画面上で確認できます。為替レート等の変動により変更となることがあり、この場合、CMS管 理画面上

にて事前にお知らせします。※毎月付与分の3000クレジットは翌月以降に繰り越されません。※追加チケットのご購入により増加したクレジットは、翌月以

降も繰り越されます。
・契約期間は1年間の自動更新です。毎月20日迄に当社所定の書類のご提出で翌月末での中途解約もしくは満期解約が可能です。 サービス

詳細 https://assist-all.co.jp/contract_list/service/

保守対象商品上で利用できる15秒程度の動画を制作しライセンスするサービスです。 【納品の確認について】 ・制作動画に関して

はメールにてデータを送信し、そのメールをもって納品は完了いたします。
【注意事項】 ・追加で修正をご依頼頂く場合、納品後の追加撮影作成は有償見積もりでの対応となります。※本サービスのご留意

点は、本サービスお申込者様向けに配布する別紙をご確認ください。※納品は保守契約開始の時を原則としますが、お客様のご要
望、撮影業者の事情により保守契約開始時より遅れる場合があります。

（3,000クレ

ジット分）

【サービス内容・その他サービス内容】
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15秒動画

にて申込み



【商品売買契約約款】
商品売買契約書に記載される導入商品（以下「本商品」という）について、契約者甲（以下「甲」という）及び販売店
A（以下「乙」という）並びに連帯保証人は、本商品の売買にあたり、本商品売買契約約款（以下「本約款」という）
及び商品に関する利用規約がある場合は当該利用規約を契約内容とすることに合意し、商品売買契約（以下「本契約」
という）を締結するものとします。なお、連帯保証人を付さない場合は、連帯保証人に関する規定は適用されません。
第1 条（定義）
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
①本契約書：商品売買契約書、本約款並びに商品に関する利用規約がある場合は当該利用規約をいう。なお、商品に関
する利用規約は、本契約の申込前に、乙より、甲に対し、交付し、または、利用規約を確認できるURLの提示を行うも
のとします。
②信販会社：乙が加盟店契約を締結している信販会社をいう。
③分割契約：甲が乙より本商品を購入する際、乙が指定する信販会社が甲に代わって乙に代金を立替払いし、後日、甲
が商品代金及び手数料等を分割して信販会社に支払うクレジット（立替払）契約。なお、甲は、商品代金の分割払いを
希望する場合、本契約とは別に信販会社との間で分割契約を締結します。
④クラウドサイン：弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約システム「クラウドサイン」をいう。
⑤登録メールアドレス：本契約の締結において利用する、甲が、クラウドサイン上で入力し商品売買契約書に記載され
る、もしくは、書面により締結する場合は、書面上に記載される、甲が事業のために使用かつ所有する甲のE-Mailアド
レス。
⑥残処理：乙が、甲の申請する内容に基づき実施する、甲が信販会社等と締結している本契約書記載の旧物件及び旧保
守契約の解約処理。
第2 条（契約の締結及び登録メールアドレス）
1.甲は、書面への自署もしくは記名捺印による方法、又は電子契約システムを利用する方法の場合はクラウドサインの
利用規約に同意し、申込内容に相違なきことを確認の上、登録メールアドレスを使用してクラウドサイン上で本契約に
対する本契約への同意及び締結を行うものとします。
2.甲は、クラウドサインによる契約行為について、全ての甲の社内において必要な内部手続（会社法並びにその他関連
諸法に規定される手続等を含む）を経ており、適法かつ有効であることを確認します。
3.第1項に基づき本契約を締結するにあたり、本契約への同意の意思表示を行う者は、自身が法令、甲の社内の定款及
び社内規程で必要とされる手続きに基づき、適法かつ有効に、本契約への同意の意思表示及び締結をする権限を付与さ
れていることを表明します。
4.甲は、登録メールアドレスについて、甲自身のものであり、第2項に基づき、乙との契約行為に使用することに同意
します。
5.甲は、登録メールアドレスを使用し乙に対して行う意思表示について、以下の各号のとおりとすることに同意します。
①登録メールアドレスを使用したクラウドサイン上での契約への同意及び締結、その他クラウドサイン上で行われる行
為は、すべて甲に帰属する行為としてみなすことに同意します。
②登録メールアドレスを使用して乙に対して発信されたメールにおいてなされた意思表示は、甲の意思表示として乙が
みなすことに同意します。また、甲は、乙が登録メールアドレス宛てに送信するメールにおいてした意思表示は、乙が
甲に対してした意思表示としてみなすことに同意します。なお、本号における、これらの意思表示の通知の効力は、通
常到達すべき日時（以下「通常到達日時」という）であった時に、到達したものとみなし、通常到達日時に効力が生じ
ます。
③登録メールアドレスを変更する場合もしくは変更する必要が生じた場合、甲は自己の責任において、第14条に基づき
変更手続きを行うことに同意します。
6.甲は、クラウドサインで締結した契約書面を、自らの責において保管・管理すること及び乙とクラウドサインの契約
が終了した場合も、本契約の有効性に影響はないことを確認します。
7.クラウドサインを利用して本契約の締結を行うか否かに関わらず、乙は、甲に対して本契約及び保守契約の履行にお
いても、別途登録メールアドレス宛てに通知した場合、甲に対して通知されたものとみなします。
第3 条（契約の成立）
1.本契約は、乙が販売する本商品を、乙は甲に対して売渡し、甲はこれを買い受けることに合意し、甲が、書面に自署
または記名捺印の上、乙に対して申込をし、乙が承諾したとき、または、電子契約システムを利用する場合は、甲が、
本約款を承認の上、クラウドサイン上で「同意（確認完了）」ボタンをクリックしたときに成立します。（これらが完
了した日を「本契約締結日」という。）
2.本契約の内容を変更する場合、甲及び乙は、次のいずれかの方法で変更手続きを行うものとします。なお、変更手続
きの完了日（以下「変更日」という）をもって変更内容を契約内容として適用し、複数回の変更が行われた場合、変更
日が最新のものを有効な契約内容とします。
①乙が、第1項における合意の証として保有する契約書面を、修正により変更し、甲がその変更内容を確認後、前条第1
項のいずれかの方法により、本条第１項に定める成立の要件を満たすことにより、変更後の契約内容で再締結する方法。
②乙が、前条第１項及び本条第１項の成立の要件を満たすことにより、変更であることを明記の上、変更後の契約内容
で再締結する方法。
③乙が、甲の登録メールアドレス宛に契約内容を変更する旨及びその変更内容を通知し、甲がそれに対し、登録メール
アドレスを使用し承諾の意思表示を乙に対してする方法。
④その他、前各号に相当する方法として乙の指定する所定の方法。
3.本契約がその理由を問わず不成立、無効、取消あるいは解除・解約となった場合、その後の手続きについて、本契約
または本約款に定めのある事項を除き、甲乙協議の上、甲は乙の定めるところに従うものとします。
第4 条（支払方法）
1.甲が、売買代金の支払方法につき「現金払い」を選択した場合、本契約書記載の売買代金を乙の指定する銀行口座へ
支払期日までに支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
2.甲が、売買代金の支払方法につき「分割払い」を選択した場合、甲は信販会社との間で別途分割契約を締結します。
なお、甲は、後日締結する分割契約によっては、本契約の内容が一部変更になることにつき、予め同意するものとしま
す。
3.甲が第2項に基づき分割契約を締結する場合、乙は甲の与信状況を鑑み、与信・金利条件等、甲に適切な信販会社を
指定するものとします。
第5 条（分割契約）
1.甲は、乙指定の信販会社等と分割契約を締結した場合、当該分割契約の定めを遵守するものとします。
2.甲が乙指定の信販会社との間で分割契約を締結する場合の分割手数料の取扱いは、以下の通りとします。なお、分割
手数料の負担方式は乙と信販会社との間で取り決めるものとし、甲による負担方式の選択はできません。
＜加盟店手数料負担方式の場合＞
本契約の売買代金は、本契約書記載の売買代金（支払総額）となります。
＜顧客手数料負担方式の場合＞
①本契約の売買代金は、本契約書記載の売買代金（支払総額）から分割手数料を割戻し、割戻金を支払総額より値引き
した金額となります。この場合でも、甲の負担する支払債務（支払月額、支払回数、支払総額）については加盟店手数
料負担方式と変わりはありません。
②信販会社により金利等が異なる場合であっても、甲は乙に対し信販会社等の選定を一任するものとします。なお、分
割契約の詳細条件については、当該分割契約書内に記載されます。
3.甲は、分割契約を申し込む場合、分割契約の審査承認後に分割契約が次の各号のいずれかに該当した場合においても、
本契約は有効であり、売買代金の支払方法が現金払いへ変更になることを確認し、同意します。なお、やむを得ない事
情により、甲が本契約の解約を希望する場合、第１１条に基づき本契約を解約できるものとします。
①無効・取り消し②解約・解除③与信期限を過ぎたことにより失効した場合④第3号に該当した、または契約内容の変
更により再審査をした場合において、審査結果が不承認となった場合
4.分割契約の審査結果が不承認となり、分割契約が不成立となった場合においても、本契約の成立及び有効性に影響を
及ぼしません。この場合、甲は、現金払いによる売買代金の決済、または本契約の解約のいずれかを選択できるものと
します。なお、甲が本契約の解約を選択した場合、乙が本商品に関する義務の履行を開始していない場合に限り、甲に
おける本契約の解約に伴う違約金は発生しません。
5.甲は、分割払いを選択した場合、乙指定の信販会社が必要とする分割契約に付随する手続きを速やかに履行するもの
とします。
6.甲は、分割払いを選択した場合、本契約の履行の途中において、信販会社の与信期限を超過する可能性もしくは超過
した場合であり、なおかつ、甲より乙に対して解約もしくは支払方法を変更する旨の意思表示がない場合、信販会社が
許容する範囲において、既に提出済みの分割契約に関する審査の申込が可能となる書面をもって、審査の申込を行うこ
とに予め同意するものとします。また、これに伴い必要となる手続きがある場合、甲は速やかに履行するものとします。
なお、この場合において、審査が不承認となった場合、４項の適用はないことに、甲は同意する。
第6 条（所有権）
本商品の所有権は、売買代金完済時に乙から甲に移転するものとします。但し、甲が乙指定の信販会社との間で分割契
約を締結する場合、当該分割契約に定められた契約事項に従うものとします。
第7 条（著作権）
1.本商品に関する著作権、その他知的財産権（著作権法27 条及び28 条で規定する権利を含む。以下「著作権等」とい
う。）の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
①本商品を構成するコンピュータープログラム、サイト内システム、画像データ、テキストデータ等の著作物に関する
著作権等は、それぞれの提供者に帰属します。なお、これらの集合体である商品の著作権等は乙に帰属します。
②本契約では、いかなる意味においても、乙または丁が所有する著作権等を、乙または丁から、甲もしくは第三者に移
転させるものではありません。
③甲は、甲が著作権等を所有する著作物について、乙または丁に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
2.乙は、乙が著作権等を有する著作物に関し、丁のサーバーに移動させた場合に限り、乙は当該著作物等を丁が使用す
ること（甲に限って当該著作物を使用することを再許諾する権利も含）を許諾します。
第8 条（導入にあたっての付随事項Ⅰについて／製作・納品に関わる事項）
1.乙は、本商品のデータが入った情報記録メディアの甲への引き渡し、もしくは、甲の指定する機器（パソコン、サー
バー等）への本商品の納入をもって、本商品の納品が完了したものとします。甲は、乙から本商品について引渡を求め
られたときは、正当な理由 がある場合を除き、引き取らなければならない。なお、乙は、これらの納品業務を第三者
へ委託できるものとし、甲はこれに同意す るものとします。
2.甲の指定するパソコン（OS の種類やバージョンを含む）またはブラウザ等が乙の指定する推奨環境外である場合、
乙は、納品業務の停止または推奨環境のパソコン、ブラウザ等の指定をする場合があります。なお、甲の指示により乙
の指定する推奨環境外となる端末に本商品を納入した、または甲が乙指定外のブラウザで本商品を使用したことにより
生じたトラブルや損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
3.本商品の納品後は、速やかに甲の責において検品を行い、検品時に本商品における不適合を発見した場合、直ちに乙
へ通知するものとします。甲は、この通知を、乙による検品確認電話が完了するまでに行うものとし、当該通知を怠っ
た場合、契約不適合を理由とした本契約の解除及び損害賠償請求は行えないものとします。
4.本契約における乙の債務は、信販会社からの検収確認電話の完了または甲による検品確認電話完了から5 日経過後に、
すべての履行が完了したものとします。
5.付帯品の不具合等について、自然故障を除く故障については、甲の責と負担により解決するものとし、乙へ依頼する
場合は有償となります。但し、自然故障による不具合等につきましては、原則として当社にて修理または代替品の送付
いたしますが、代替品等の納品迄時間を要する場合があること、及びメーカー保証の年限を超えた場合、有償となる場
合があることを甲は予め了承するものとします。
第9 条（その他サービス）
1.本商品と各種SNS または外部サービス（以下「各種SNS 等」という）とを連動させることができる場合、甲は、当該
各種SNS 等の利用規約を遵守するものとします。
2.甲が、本商品と各種SNS 等との連動を希望した場合、使用するアカウントについては以下の通りとします。なお、連
動させる各種SNS 等のアカウントのログインID 及びパスワード等（以下「SNS アカウント」といいます。）の情報の
管理は甲の責において行うものとし、これらの紛失や第三者による不正利用によりトラブルや損害が生じた場合、その
不正利用等が乙の責めに帰すべき事由に起因するものでない場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
①本商品と連動させるSNS アカウントを、甲が既に所有している場合、そのアカウントを使用するものとします。
②甲が、本商品と連動させるSNSアカウントを所有していない場合、乙は、当該SNSアカウントの新規取得を代行するこ
とができます。
3.各種SNS 等における仕様変更やサービスの停止等により、本商品との連動が解除された、または連動ができなくなっ
た場合、これに起因するトラブル等について、乙は一切の責任を負いません。
4.本商品と各種SNS 等との連動は、本契約とは別個独立に提供されるサービスであり、甲と各種SNS 等の提供会社との
間で生じる事由は本契約の有効性につき何ら影響を与えません。また、本契約に基づく納品は、本商品と各種SNS 等と
の連動の有無にかかわらず、第8 条1 項に定める作業をもって完了するものとします。
5.本商品と各種SNS 等との連動につき、甲が必要な協力を怠った場合、乙はその連動に関する契約の一部または全部を、
即時かつ無条件にて解除することができます。

第10 条（導入にあたっての付随事項Ⅱについて／旧物件及び旧保守契約に関わる処理）
1.甲は、残処理を希望する場合、自己の責任において残処理に関する情報（旧契約に関する会社情報や金額等）を乙に
申告するものとします。
2.乙は、甲の申告に基づいた残処理にかかる債権について、乙所定の基準に適合していることを前提として残処理を行
うものとします。なお、乙が残処理を行う対象は、本商品と同種の商品及び当該商品にかかる保守・サービスのみとし
ます。
3.乙は、次の各号に定めるときから、残処理手続きを開始します。但し、乙が本契約に基づく債務の履行の完了のため
に、各号に定める時期前に残処理が必要となった場合、もしくは契約者における残処理手続きの遅延あるいは乙の都合
によらず残処理手続きが遅延した場合は、この限りではありません。
①旧物件については、信販会社による甲への検収確認電話が完了後、乙は残処理手続きを開始するものとします。
②旧保守については、甲への本商品の納品が完了後、または信販会社による甲への検収確認電話が完了後、乙は残処理
手続きを開始するものとします。
4.乙は、次の各号のいずれかの方法をもって残処理をします。①乙が甲に代わり、解約先信販会社または旧物件の販売
店もしくは旧保守会社に対し、残処理金額を支払う方法。②乙が、甲指定の甲の銀行口座に残処理金額を支払い、甲が
清算手続きを行う方法。
5.第3 項に定める残処理手続き開始時期により、現実に残処理に要するとして甲が申告した金額（以下「残処理金額」
という）が、本契約締結時に甲が申告した金額（以下「申告金額」という）と相違する場合、乙は、次の各号のいずれ
かに従い、残処理を実施します。①残処理金額が申告金額を超える場合、乙は申告金額を上限とし、残処理を実施しま
す。②残処理金額が申告金額よりも少額であった場合、実際に残処理に要した金額をもって残処理を実施します。なお、
乙から甲に対して申告金額と残処理金額との差額の返金等は行いません。
6.旧物件及び旧保守契約の条件によって甲自身で手続きが必要となる場合、甲の責において当該手続きを行うものとし
ます。
7.乙は残処理業務を第三者に委託できるものとし、甲はこれに同意するものとします。
8.乙は、残処理の一部又は全部が、甲の責に帰すべき事由、又は残処理の対象となる債権を有する会社等の事情により、
困難であると判断した場合、残処理に関する契約の一部または全部を、即時かつ無条件で解除することができます。な
お、当該解除事由が発生したとき、乙が既に残処理に着手していた、または一部の残処理を完了させていた場合、乙は
甲に対し、残処理に要した費用の一切を請求できるものとします。
9.残処理は、本契約とは別個独立に提供されるサービスであり、これに関する事由は本契約の有効性につき何ら影響を
与えるものではありません。また、甲から申告された残処理に関する情報等、残処理手続きに関わるいかなる事由につ
いて、乙はその責任を負いません。
10.旧保守契約の解約に伴い、旧保守契約の対象商品はシャットダウンされ、消滅したドメイン・データ等は復旧でき
なくなることに甲は同意の上、残処理申請をするものとします。なお、当該作業において生じるトラブル等について、
乙は一切の責任を負いません。
第11 条（解約及び違約金）
1.本契約締結日の翌日から３日目以内において、甲から乙に対し、本契約の解約を申し出た場合、乙は無条件で解約を
行います。また、甲が、本契約締結日から4 日目以後に解約を申し出た場合、または、本契約締結日からの日数に関わ
らず、甲乙双方の合意の上、乙が本商品に関する義務の履行を開始していた場合、売買代金（支払総額）に本契約書の
「■解約及び違約金」に記載する割合を乗じた額に相当する金額を違約金として乙に支払うことにより、本契約を解約
することができるものとします。なお、乙は、甲からの解約の申告を受理したのが４日目以降であっても、乙が、本商
品の製作に着手する前であれば、支払方法等の相談に応じるものとします。
第11条の2（期限の利益喪失）
1.甲は次のいずれかの事由に該当した時は、本契約に基づく債務（別途本契約に関連して合意した債務も含む、以下
同じ）について 当然に期限の利益を失い、乙に対して直ちに債務を履行するものとします。 ①甲が解除にかかる条項
２項各号又は公序良俗にかかる条項に規定するいずれかの事由に該当した、又はそのおそれがあるとき ②本契約の申
込みについて虚偽の申告があったとき ③甲が反社会的勢力排除にかかる条項1項に規定するいずれかの事由に該当した
とき 2.甲は次のいずれかの事由に該当した時は、乙の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、乙
に対して直ちに一 括で全債務を履行するものとします。 ①本契約上の義務に違反したとき ②甲の信用状態が著しく
悪化したとき
第12 条（解除及び損害賠償）
1.乙は、甲において以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲に対し、何らの通知勧告を要することなく、
直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、乙は、甲に対し、売買代金（支払総額）に本契約書の「■解約及
び違約金」に記載する割合を乗じた額に相当する金額（ただし、納品後においては売買代金相当額とします。）を損害
賠償金として請求できるものとします。
①甲が、本契約に基づく乙に対する売買代金の支払債務その他一切の債務（違約金の支払い債務を含む）、あるいは、
信販会社に対する分割契約に基づく支払債務を履行しなかった場合。（甲が分割契約を希望したにも関わらず、信販会
社が付与する与信期限を超過したことにより、信販会社が求める分割契約に必要とする手続きに協力しない場合を含
む）②甲が、本契約に基づく乙の業務（商品の製作、納入など、これに限らない）を妨げた場合または協力しない場合。
③乙が、書面もしくは電磁的方法により、甲の所在地もしくは連絡先（登録メールアドレスを含み、第１４条に基づき
変更された場合は、変更後の所在地または連絡先とする）に連絡後３０日を経過しても甲より何らの返答もしくは応答
がない場合④本契約の各条項のいずれかに違反した場合⑤その他これに類する甲の背信行為があった場合。
2.甲及び乙は、相手方につきその責に帰すべき事由により以下の各号に該当する事由が生じた場合、相手方に対して何
らの通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、甲及び乙は、相手方に対し、損害
賠償を請求することができます。
①本契約及び本約款に違反した、または違反するおそれがあるとき。②支払停止、支払不能に陥ったとき。③自ら振り
出しまたは裏書した手形、小切手の不渡りを１回でも出したとき。④差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租
公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。⑤破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算
開始、特定調停の申立てを受けるまたは自ら申立てをしたとき。⑥解散、営業の全部または重要な部分の第三者への譲
渡を決議したとき。⑦営業を廃止したとき。⑧反社会的勢力と、資本、資本金上または取引上その他何らかの関連があ
るとみなされたとき。⑨公序良俗に反する行為及び反社会的 な勢力・行為に関与していることが判明したとき。⑩そ
の他、上記と同視し得る 事実またはそのおそれがあると認められる相当の 事由があるとき。
３.甲が本条第１項に基づく支払債務を履行しない場合、または、甲が前条に基づき、解約の意思表示をしたにも関わ
らず、前項の違約金の支払いをしない、または甲における違約金の支払い意思が確認できない場合、乙は、損害賠償金
または違約金の回収管理業務を外部に委託することができるものとし、甲はこれに同意します。
第13 条（反社会的勢力排除）

1. 甲及び連帯保証人は乙に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。

①自ら(法人の場合は代表者、役員、従業員(雇用形態を問わない)、及び株主等を含みます) が、暴力団、暴力団員、
暴力団員でなくなった時から5 年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これに準ず
る者もしくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。②反社会的勢力が甲の会社（ま
たは店舗）の経営を支配しているまたは経営を実質的に支配していると認められる関係を有していないこと。③反社会
的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込み及び本サービスの利用をするものでないこと。④自らまたは第三
者を利用して、乙に対する暴力的な要求行為、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて乙の業
務を妨害しもしくは信用を毀損する行為をしないこと。
2.甲が本条に違反した場合、乙は何らの催告をせずに、本契約の解除ができるものとします。
3.甲は、乙が第2 項に関わる判断のために調査を要すると判断した場合、乙の求めに応じてその調査に協力しなければ
ならないものとします。
4.乙が本条2 項の規定に基づき本契約を解除したことにより、甲に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償する責任を
負わないものとします。
第14 条（通知・届出義務）
1.甲は、商号・所在地・連絡先（登録メールアドレスを含む）・代表者のいずれかの情報に変更が生じる場合、遅滞な
く、その旨を乙へ書面にて通知をしなければならないものとします。但し、乙が適当と認めた場合には、乙への電話も
しくは登録メールアドレスからのメール送信での連絡による届出もできるものとします。なお、情報変更をするにあた
り、乙が甲に対し、本人確認書類等の書面の提出を求めた場合、甲はこれに従うものとします。
2.甲が、前項に規定する通知を怠ったことにより、乙が変更前の甲の所在地または登録メールアドレス宛に送付した文
書、通知またはその他送付書類もしくはメールが、延着または不達であっても、通常到達日時に到着したものとみなし、
通常到達日時をもって効力を生じるものとします。なお、これにより生じた一切の紛争（乙が甲に対して送付した文書、
通知、登録メールアドレス宛に送信したメールに記載される情報の漏洩を含む。）については、乙はその責任を負いま
せん。
3.甲が分割契約を締結していた場合、信販会社に対する通知・届出（通知する事項やその方法を含む）は分割契約の定
めに従い、甲が行うものとします。
第14条の2（連帯保証人）
連帯保証人は、本契約に基づき、若しくは付随して、甲が乙又は丙に対して負担する一切の債務について保証し、甲と
連帯して履行 の責を負うものとする。
第15 条（本約款の変更）
1.乙は、以下のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合。
②本約款の変更が、本規約に合意した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及びその内容その
他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2.乙は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力の発生日を、
登録メールアドレス宛のメール送信その他の適切な手段により、甲に対して通知を行うものとします。
3.前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款は変更され、以後の甲及び乙の間における権利関係の内容は変更
後の約款に従うものとします。
第16 条（合意管轄）
甲及び乙は、本契約に基づく紛争の一切の解決につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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【保守約款】
甲及び保守会社丁（以下、「当社」という。）は本書表面の保守契約に関して、下記事項を遵守するものとします。
第1 条（取扱いの基準）
1.次条に規定する本サービスは、当社が定めた本保守約款（以下、「本約款」という。）に従い提供されます。
2. 保守契約は、導入商品の納品・設置完了日をもって成立するものとします。
3. 当社は、本約款を契約者の承諾なく変更することがあり、その場合、契約者は変更後の約款に従うものとします。
当社が本約款を変更しようとするときは、あらかじめ、当社のウェブサイトにおける掲示（保守契約書表面記載のURL 
に掲載、保守オプション約款も同URL 上に掲載）、Ｅメールによる担当者への通知、その他当社が適切と認める方法に
より、契約者の知り得る状態に置くための措置を講じるものとします。
4.当社は、本サービスにかかる業務の一部または全部を第三者に委託することがあり、甲は、予めこれに同意するもの
とします。
第2 条（定義）
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で定義し、使用します。
a．「本サービス」：保守契約に基づき、当社が契約者に対し提供する役務サービス
b．「保守契約」：本サービスを受けるために当社と契約者が締結した契約
c．「契約者」：当社と保守契約を締結している法人または個人
d．「納品・設置完了日」：導入商品納品完了後、当社所定の用紙に契約者より署名捺印または電磁的記録による方法
により納品確認の「ご署名手続きの完了」もしくは「同意」をクリックをいただいた日
第3 条（保守契約の範囲）
1.保守契約は、保守契約記載の本サービスにつき、当社が定めた条件を適用するために締結するものであり、契約者は
各条項の規定に従うものとします。
2.当社の行う保守業務は、導入商品の通常使用に支障をきたさない状態を維持および管理することを目的とします。
3.次の各号に定めるものについては、当社の保守業務の範囲には含まれず、契約者自身が行うものとします。また、こ
れらの業務を当社が代行して行うことは原則ありませんが、有償で対応可能な場合があります。
①導入商品独自のページ・コンテンツの変更、更新、及び新規ページの作成（バージョンアップ等を除く）②契約者が
導入商品より獲得した顧客に向けてのメール配信及びプッシュ通信等による情報発信③導入商品を通常使用するについ
ての操作方法などの各種設定④契約者が導入商品より獲得した顧客からの問合せに対する応対⑤その他導入商品を通常
使用する上で契約者が対応すべき一切の業務
第4 条（契約期間及び更新）
1.本契約の契約期間は、保守契約書記載の期間とします。
2.当社及び契約者のいずれか一方が、前項の契約期間満了の1 ヵ月前に相手方に対して本契約を更新しない旨を書面で
通知しない場合、本契約の契約期間は1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。

3.本契約の契約期間満了をもって解約するときは、本契約を更新しない旨の書面及び当社所定の書面を当社に送付する
方法により行うものとし、当社において当該書面がすべて確認できない限り、解約を受け付けることができないものと
します。なお、当該書面が毎月20 日（土日祝日の場合は翌営業日）までに当社に届いた場合にのみ当月の受付けとし、
翌月末日付での解約として取り扱うものとします。但し、当社規定により当該書面の受付ができない場合があります。
第5 条（中途解約及び違約金）
1.契約者は、前条に定める契約期間中における中途解約はすることができないものとします。但し、やむを得ない事情
により解約する場合には、本保守契約所定の違約金が発生し、当該違約金を支払うことにより解約することができます
なお、前条第1 項の期間満了後における、同第２項により延長された契約期間内の中途解約については、違約金は発生
いたしません。
2.前項の解約は、契約者が当社所定の書面を当社に送付する方法により行うものとし、当社において当該書面がすべて
確認できない限り、解約を受け付けることができないものとします。なお、当該書面が毎月20 日（土日祝日の場合は
翌営業日）までに当社に届いた場合にのみ当月の受付けとし、翌月末日付での解約として取り扱うものとします。但し、
当社規定により当該書面の受付ができない場合があります。
第6 条（本サービスの提供の停止及び違約金）
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告なしに本サービスの提供を停止することが
できます。①申込にあたって虚偽の事項を記載した事が判明した場合②契約者が当社の指定した支払期日までにサービ
ス料金を支払わなかった場合③契約者が、仮差押、差押の申し立てを受け、または民事再生、破産、会社更生、会社清
算等の申し立てをした場合、もしくはこれを受けた場合④契約者が、支払を停止した場合、又は、支払拒絶の意思を明
示した場合⑤本サービスのサービス料金、割増金または遅延損害金などを支払わない場合
2. 当社が、前項の規定により本サービスの提供を停止した場合、違約金として契約者が長期割引サービス（契約者が
当社との間で締結した保守契約を、契約書上の一定期間以上継続することを条件に、当社が特別価格で本サービスを提
供することを約定したもの）を利用していた場合にあっては、長期割引サービスは契約当初に遡って解消され、契約者
は、当社に対し、「契約期間×得とく割引後の基本保守契約月額」から既払金を控除した金額を直ちに支払うものとし
ます。
第7 条（本サービスの提供の一時中止）
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その14 日前までにその旨を契約者に当社の定める方法で通知し、
一時的に提供を中止することがあります。但し、緊急の場合またはやむを得ない場合は、通知をせずに提供を中止する
ことがあります。
①当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ない場合②当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した
場合③電気通信事業者または当社が指定する会社が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供
を行う事が困難になった場合④その他当社がやむを得ないと判断した場合
第8 条（不可抗力等）
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続すること
が出来なくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サー
ビスの提供を制限、または中止する措置をとることがあります。
第9 条（禁止行為）
契約者は、以下の各号に反する行為があった場合には、契約者の利用が制限され、契約者に対して損害賠償請求をする
ことがあります。
①当社の電気通信設備に過大な負担を生じさせる行為②本サービスの提供を受ける権利等保守契約上の権利義務及び契
約上の地位を第三者に譲渡する行為③リダイレクト行為④その他、当社と締結した各種契約条項又は本約款に違反する
行為
第10 条（サービスの廃止）
当社は、都合により本サービスの特定のサービス事項を廃止することがあります。この場合において、当社は契約者に
対し、廃止の1 ヶ月前までにウェブサイトへの掲示やメールでの通知にて通知するものとします。この場合、特定サー
ビス事項提供廃止日において、当該特定サービスは解除されたものとします。
第11 条（契約の解除）
当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、直ちに何らの催告なしに利用契約を解除することができるものとし
ます。この場合において、契約者は本約款5 条第2 項の規定より違約金の支払義務を免れません。
①自己振り出しの手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
②差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
③破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき、又は受けたとき
④解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑤その他財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき
⑥反社会的勢力と資本・資金上又は取引上その他何らかの関連があるとみなされたとき
⑦月額利用料を２ヶ月間滞納したとき
⑧その他、契約者が保守契約若しくは本約款に関して重大な違反を明らかに行ったと認められるとき、又は保守契約若
しくは本約款の義務の履行が不能になったとき
第12 条（アクセスログ等の取得）
下記に定める目的において、当社は契約者のアクセスログ等を取得することがあるものとします。
①マーケティング活動②商品活用の効果検証③サービスの向上、改善④不具合時の状況確認⑤不正アクセスの定期的な
見回り
第13 条（損害賠償）
1. 当社は、次項に定める理由による本サービスの提供ができなかった場合に限り、その範囲内で損害賠償請求に応じ
るものします。尚、サーバー停止期間中において、契約者が本サービスで掲載していたデータで得られる収入等（営業
行為によって得られる収入等）については、当社は一切の責任を負わないものします。
2. 当社は、電気通信事業者その他本サービスの提供を行う事業者の責に帰すべき理由により本サービスの提供ができ
なかった場合、当社が当該電気通信事業者等から受領する損害賠償金を限度として、本サービスが利用できなかった契
約者全員に対し、その限度額の範囲内において、現実に発生した通常損害に限り損害賠償請求に応じるものとします。
第14 条（免責）
1. 当社の責に帰すべき理由によらず本サービスを提供できなかった場合には、当社は一切その責任を負わないものと
します。
2. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たデータ等（コンピュータープログラムを含む。以下も同様
とする。）について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらのデータ等に起因して生じた一切の損害等
に対しても、何らの責任を負わないものとします。
3. 当社は、理由の如何に関わらず、契約者が本サービス用設備のファイルに書き込んだデータが削除されたことに起
因して当該契約者に損害が発生したとしても、一切責任を負わないものとします。
第15 条（機密保持）
当社及び契約者は、保守契約の履行に際し、知り得た相手方の業務上の機密（通信の秘密も含む）を、第三者に開示・
漏洩することは一切行わないものとする。但し、以下の情報は「機密」に含まれないものとします。
①知得したときに既に公知の情報②知得したときに既に自らが所有していた情報③知得した後に自己の責によらず公知
となった情報④正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく受領した情報⑤知得した情報によらず自
らなした通報⑥裁判所、警察署、検察庁、税務署等その他公的機関、またはこれに準ずる機関から開示を命じられた情
報⑦法令により開示を義務付けられた情報
第16 条（知的財産権等）
当社は、契約者に対し、本サービスに関する各コンテンツ（コンピュータプログラムを含む）、サイト内のシステムな
ど当社が著作権その他の知的財産権（著作権法２７条及び２８条で規定する権利を含みます。以下「著作権等」とい
う。）及び著作物利用権並びに更新ツール利用権を有し、契約者に提供する一切の著作物につき、無償で使用すること
を許諾します。なお、前記各コンテンツの著作権等は、当社、契約者その他各コンテンツの提供者に帰属するものとし、
前記各コンテンツの集合体としての本サービスの著作権等は、当社に帰属するものとします。
第17 条（契約者の管理責任）
契約者は、当社からログイン名およびパスワードが発行された場合、これらを第三者に知られないように管理し、パス
ワードの盗用を防止する措置を契約者の責任において行うものとします。また、当社は、コンテンツの送信その他サイ
トへのアクセスについて、送信されたアカウントがいずれも契約者が登録したものである場合には、契約者からの送信
として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があっても、そのため生じた損害については一切責任を負わないもの
とします。第三者にこれらを利用されたことによる損害は契約者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとしま
す。
第18 条（ドメインの管理等）
ドメインの管理等については次の通り定めるものとします。
①当社で管理するドメインについて、保守契約期間中にドメインを転出する場合は第５条に定める違約金及びドメイン
転出費用（５万円（税抜））を支払うものとします。なお、保守契約期間満了後、ドメインを転出する場合、前記ドメ
イン転出費用のみを支払うものとします。
②前項のドメイン転出後の運用・調整は契約者の費用と責任で行うものとします。
第19 条（通信設備等）
契約者は、自己の費用と責任において本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接
続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット
接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
第20 条（指定ソフトウェア）
当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他
のソフトウェアを用いた場合は、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第21 条（割増金）
本サービスの料金等を不当に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の3 倍に相当する額を割増金として
支払うものとします。
第22 条（遅延損害金）
契約者は、本サービスの料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年率14.6%の割
合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第23 条（保守料金の未納）
毎月の保守契約料金のお支払いが相当期間なく、且つ契約者より支払の意思が確認出来ない場合、未収金に対する管理
回収業務が外部に委託されるものとします。
第24 条（支払方法）
本サービスの初期費用およびサービス費用の額は、当社が定めた預金口座振替にて支払うものとします。第25 条（月
次料金が前条支払方法にてお引落しができない場合の支払）契約者の都合により前条お支払方法にてお引落しができな
い場合は、当社からの請求により支払うものとします。この請求に伴う手数料（500 円（税抜）/コンビニ払い）及び、
その他の費用は契約者の負担とします。
第26 条（未納金の処理）
契約者より当社に支払われた本サービスの利用料金は、当社の裁量で契約者の債務に充当することができます。
第27 条（公開）
1. 契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
2. 契約者は、当社の定める方法により、当社が掲載情報を他の情報サイトなどに掲載することを承認します。
第28 条（反社会的勢力の排除）
契約者は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し，かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋
等，社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等，その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。）
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己，自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど，不当に暴力
団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し，または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

第29 条（各種割引サービス）
1. 各種割引サービスへの申込みは、表面保守契約と同時にお申込みいただくものとします。
2.各種割引サービスは原則中途解約はできません。やむを得ない理由により解約する場合は、保守契約書及び各種約款
並びに各種規程の定める違約金が発生いたします。
第30 条（専属的合意管轄）
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1 審の専属的管轄裁判所とします。
202306 版
プライバシーポリシー（個人情報保護方針）
弊社は、企業活動の上で取り扱う個人情報について、法令、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライ
ン」及び社内諸規程等の諸規定を遵守したうえ、これを適切に管理、保護し、お客様、取引先及び株主様等、並びに弊
社の役員及び社員等（以下、「従業者等」という。）の利害関係者が安心できる個人情報保護体制の運用・向上を目的
として、個人情報の取扱に関する方針を以下のように定めます。
1. 法令等の遵守
弊社は、お客様の個人情報の取得、利用その他一切の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律、通信の秘密に
係る電気通信事業法の規定その他の関連法令、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（以下、「ガ
イドライン」）及びこのプライバシーポリシーを遵守します。
2. 個人情報の取得
弊社は、お客様の個人情報を適法かつ適正な手段により取得します。
●弊社が直接取得する個人情報:弊社は、ご本人からの直接の書面（分割払いをご希望時に信販会社にご提出される販
売店控えにある情報、保守契約に基づき保守料金の引き落としの為にお客様が金融機関に弊社を通し提出する情報、弊
社が保守会社としてお客様と保守契約を締結する場合においては、販売店と締結した売買契約書にある情報を含む、ま
たは書面の取得において直接、郵送、FAX等の手段を含む）、お電話や電子メール、WEBサイトの問合せフォームやの問
い合わせ、契約履行の過程において取得する音声情報（お電話やご訪問時の録音等）、映像情報（オンライン上でのお
打ち合わせ、商品の操作方法説明、書類の記載方法の説明時の録画、弊社ご来社時の防犯カメラ等）、本契約でのお取
引情報、電話帳・インターネット・SNS・書籍での公開情報、お打ち合わせ時の各種情報提供サービス等により取得し
た個人情報並びに企業情報（代表者氏名、電話番号、住所等）を取得しております。
●第三者から取得する情報:弊社は、お客様との契約の履行、商品・サービスの提供にあたり、連携する企業（商品や
サービスと連携する外部サービスからの情報、信販会社からのお支払等に関する情報、販売店より取得する売買契約や
売買契約の履行に伴い販売店が取得した情報等）において、お客様が連携を許諾された際、またはお客様が予め弊社に
対し、同意する旨のご意思を表示された場合に、ご同意いただいた内容に基づき、お客様の個人情報等を第三者から取
得することがあります。
●商品・サービスのご利用にあたって、自動的に取得する情報:   弊社は、お客様が商品、サービスを利用するにあた
り、お客様が商品の利用のためサーバに保存される情報、インターネット技術等を通じて自動的に弊社に送信される情
報（リファラ、ＩＰアドレス、サーバーアクセスログに関する情報、Cookieやその類似技術に関する情報、ADID等の広
告識別子、情報端末に関する情報（端末ID、ご利用ブラウザ、OS等）、WiFi接続に関する情報、その他本商品・サービ
スの使用・設定の状況等を含みます）を取得します。
なお、弊社では、ホームページに関する商品について、GoogleLCC（以下、「Google社」といいます）の提供する
Googleアナリティクスを利用したサービスを提供しています。お客様は、商品のご利用に際し、同時にGoogleアナリ
ティクスサービスをご利用されることとなり、Googleアナリティクス利用規約
（https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/Google社の事情により記載先が変更となる場合
があります。公開情報となりますので、ご自身でご確認をお願いいたします。）、関連するGoogle社の利用規約を確認
し、同意の上、適用されることを了承するものとなります。
3. 個人情報の利用目的
弊社は、お客様の個人情報について、弊社のパッケージソフトウェア、ポータルサイト・サーバー、ホームページ及び
アプリに関する販売及び運営並びに保守事業に関する以下の利用目的の範囲内又はその取得状況から明らかである利用
目的の範囲内で利用し、ご本人の同意がある場合又は法令で認められている場合を除き、他の目的で利用しません。
①弊社の上記事業におけるマーケティング調査・分析②弊社の上記事業におけるソフトウェアプロダクト及び関連ソフ
トウェアの研究開発③弊社の上記事業におけるお客様への書類、景品の送付等、弊社がサービスの実施に必要な行為を
行う場合④弊社の上記事業におけるお客様への既存商品・サービスの提供、商品リニューアル、販売促進活動、及び、
新商品・サービスの情報発信、並びに、サービス向上⑤弊社の上記事業におけるアフターサービス、サポート⑥弊社の
上記事業におけるデベロッパーアカウント取得及びアプリケーションストアへの申請⑦お客様からのお問合せ、ご相談
への対応⑧契約の履行、契約履行におけるお打ち合わせ、ご連絡⑨代金の請求、返金、支払等及び関連する事務処理⑩
電話対応の品質向上、トラブル防止
4. 個人データの委託
弊社は、業務を円滑に進めお客様により良いサービスを提供するため、お客様の個人データの取扱いを協力会社に委託
する場合があります。ただし、委託する個人データは、委託する業務を遂行するのに必要最小限の情報に限定し、弊社
は、業務委託先に対し、適切な監督を行った上で提供を行います。なお、当該委託先が、自らが保有するお客様に関す
る情報と当社から提供された個人情報を照合・突合することがあります。お客様は、本プライバシーポリシーへの同意
をもって、上記の照合・突合についてもご同意いただいたこととなります。
5. 個人データ及び個人関連情報の第三者提供
お客様は、弊社が下記の第三者に対して、「2. 個人情報の取得」で取得した個人情報を、必要な保護措置を講じた上
で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
①信販会社：お客様が分割払いを希望し、信販会社と分割払いに関する契約を締結された場合、弊社との商品等に関す
る売買契約、保守契約等、当該売買契約に関するクレジット契約に基づくお客様に対するサービスの履行、権利の行使、
紛議等の防止及び調査・解決のため、必要な範囲で提供します。②販売店：弊社が保守会社としてお客様と保守契約を
締結している場合、弊社は、販売店に対して、保守契約に基づくお客様に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等
の防止及び調査・解決のため、必要な範囲で提供します。➂その他：お客様からのご要望に基づき、または、弊社の要
請に基づき、あらかじめお客様の同意を得た上で、「個人情報の利用目的」に定めた内容を実行するため、お客様の氏
名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、弊社商品の購入情報、支払状況、ご対応履歴を弊社の取引会社に提
供することがあります。当該個人データの第三者提供に関するご質問等については下記に記載します弊社お問い合わせ
窓口にてご対応致します。
6. 個人データの共同利用
弊社は、弊社と資本関係を有する他の会社との間で「個人情報の利用目的」に定めた内容を実行するため、お客様の氏
名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、弊社商品の購入情報、支払状況、ご対応履歴を共同利用することが
あります。当該個人データの共同利用に関するご質問等については下記に記載します弊社お問い合わせ窓口にてご対応
致します。
7. 個人データの管理
(1) データの内容の正確性の確保:弊社はお客様の個人データにつき、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確
かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは当該個人データを消去するように努めます。
(2) 安全管理措置:弊社は、個人情報の適正な取扱い確保のため、個人情報等を含む情報をセキュリティに関する基本
方針を策定し、お客様の個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ
ます。なお、弊社では、個人データの取扱責任者を設置し、各部門ごとにおいても責任者を設置し、各部門において必
要となる個人情報の範囲を定め、当該範囲のみでのアクセス制限、及び管理方法を定めています。また、これらに関し
ては、定期的に見直しを実施しています。なお、システムについては、外部からの不正アクセスを保護する仕組みを導
入しており、個人データを取り扱う機器、電子媒体等の盗難又は紛失防止の為、事業所内の移動を含め、当該機器、電
子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないようアクセス制限を行う措置を実施しております。
(3) 従業者の監督:弊社は、お客様の個人データを従業者に取り扱わせるに当たっては、個人情報の適切な取扱を周知
徹底するとともに適正な教育を行い、必要かつ適切な監督を行います。また、従業員には入退社時に秘密保持誓約書に
おいて、個人情報について秘密保持義務を課しており、就業規則においても秘密保持に関する規定をおき、周知してい
ます。
(4) 委託先の監督:弊社は、お客様の個人データの取扱いを委託する場合には、委託先には適切な安全管理措置を講じ
ている協力会社を選定し、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
8. 保有個人データに関する受付
１）（利用目的の通知）お客様又は代理人から保有個人データの利用目的の通知のお求めがあったときは、次の場合を
除き、遅滞なく通知いたします。
①お客様ご本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合②お客様ご本人又は第三者の生命、身体、財産
その他の権利利益を害するおそれがある場合③弊社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合④国の機関又は地
方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及
ぼすおそれがある場合
２）（保有個人データの開示）お客様ご本人又は代理人から保有個人データの開示のお求めがあった場合には、次の場
合を除き、遅滞なく通知いたします。
①お客様ご本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合②弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼ
すおそれがある場合③法令に違反することとなる場合
３）（保有個人データの訂正、追加、削除）お客様ご本人又は代理人から保有個人データの訂正、追加、削除のお求め
があった場合には、遅滞なく調査を行い、結果に基づき適正な対応を致します。
４）（保有個人データの利用停止又は消去）お客様ご本人又は代理人から保有個人データの利用の停止又は消去のお求
めがあった場合に、お求めに適正な理由があることが判明したときは、適正な対応を行います。
前４項をお求めの場合には、弊社所定の請求書をご記入の上、請求書記載の書類とあわせて以下の９に記載の弊社窓口
までご送付ください。お客様からご提供いただいた個人情報は、お客様からのお求めに対応する目的で使用し、厳重に
保管いたします。請求書及び添付書類につきましては、返送致しませんのでご了承ください。なお、開示の方法につき
ましては、郵送または電子メールの送信による方法により開示いたします。
9. お問合せ等及び苦情処理の窓口
以下記載の窓口
10. プライバシーポリシーの改定について
弊社は、本プライバシーポリシーの内容を適宜見直し、必要に応じて変更することがあります。その場合、改定版の公
表の日から変更後のプライバシーポリシーが適用されることとなります。
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